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平成 24年度版 男女共同参画の推進に関する年次報告書について 

 

 

 この年次報告書は、北本市男女共同参画推進条例（平成 18 年 7月 1日施行）に基づき、本

市の男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかにするために作成したもので、第

1部・第 2部構成からなる報告書です。 

 第 1部は、各種統計・調査等資料を基に男女共同参画の推進状況についてまとめています。 

 第 2 部では、市の男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかにするため、平成

23 年度における第三次北本市男女行動計画の取り組み状況を記載しています。 
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１ 社会環境の状況 

 （１）人口の推移 

国勢調査によると、平成 22 年 10 月１日現在の北本市の人口は 68,888 人、世帯数

は 25,856 世帯で、一世帯あたりの人員は 2.6 人となっています。 

平成 7 年までは、人口増加率 10％前後と人口が増加傾向にありましたが、平成 12

年からは微増減を繰り返し、7 万人前後で推移しています。 

 

本市の人口・世帯数の推移 
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 （２）世帯の推移 

本市と全国、埼玉県の一般世帯構成比を比較してみると、本市は核家族世帯が 69.8%

と高い割合を占めていることが特徴としてあげられます。 

一方で「単独世帯」は 21.1%と全国や埼玉県と比較して低い比率となっています。 

 

一般世帯構成比の比較（平成２２年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市における一般世帯数の推移をみると、「核家族世帯」及び「その他の親族世帯」

の比率が低下し、「単独世帯」の比率が高くなりつつあることがうかがえます。 

また、「父子世帯」、「母子世帯」とも比率は横ばいまたは微増しており、世帯数では

増加傾向にあります。 

 

本市の一般世帯数の推移 
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（％） 
72.0  9.6  0.5  17.8  1.6  0.2  100.0  

平成 12年 

世帯数 17,161  2,458  79  3,756  259  53  23,454  
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（％） 
73.2  10.5  0.3  16.0  1.1  0.2  100.0  
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資料：平成22年国勢調査

※一般世帯数・・・世帯総数から「施設」や「学校」等の世帯数を除いています。 

※非親族世帯・・・2 人以上の世帯員からなる世帯のうち、世帯主と親族関係にある者がいない世帯。 
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（３）高齢化の推移 

全国的に高齢化が進むなか、本市も同様に、高齢化率は年々上昇し続けています。 

 

高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （４）少子化の進行 

合計特殊出生率は、15 歳～49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人

の女性が生涯に生むと推定される子どもの数を表します。 

全国的にはここ数年出生率は上昇していますが、出生数は減少しており、少子化が

進んでいます。本市は、全国の出生率よりも低くなっています。 

 

合計特殊出生率の推移 
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（５）女性の年齢別労働力率 

日本の女性の労働力率をみると、子育てや家事等が多忙になる 30 歳代の年代で最も

落ち込む傾向がみられます。年代別の労働力率を表すグラフの形状から「Ｍ字型曲線」

といわれています。 

埼玉県の特徴は、Ｍ字型曲線の谷が深く、その後の年代においても労働力率は全国

よりも低いという傾向がみられます。本市の場合をみると、平成 22 年の 30～34 歳の

女性の労働力率は 66.2%、35～39 歳の労働力率は 64.3％となっており、埼玉県と同程

度となっています。また、ほとんどの年齢階級で平成 17 年より平成 22 年で労働力率

が上がっています。 

 

女性の年齢別労働力率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5
4.57.0

12.4

19.1

71.5

18.3

74.0

59.5 59.5

69.2
70.7

65.4
54.9

32.9

1.9
5.29.2

13.7

22.9

67.4

17.7

72.0

59.1 58.3

65.8
69.3

65.5
57.5

38.3

(2.1)(5.6)
(10.4)

(16.3)

(25.9)

(16.8)

(67.7)

(71.6)

(61.6) (62.3)

(69.5)
(72.7)

(40.4)

(59.7)

(68.3)

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44  45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74 75～79 80～84 85～

北本市

埼玉県

全国

資料：国勢調査（平成17年）

平成17年

％

歳

1.8

41.1

59.8
69.8

74.9

69.7

64.6

66.5

81.1

16.1

69.3

23.2

13.2
9.1

5.1

46.0

61.7
70.3

73.3

69.6
64.366.2

78.0

16.6

68.9

28.0

16.2

9.4 6.1

2.7

(73.2)

(63.9)

(47.5)

(75.8)

(72.5)

(68.0)

(69.4)

(78.7)

(70.4)

(15.4)

(29.2)

(17.7)

(10.5) (6.3)

(2.6)

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44  45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74 75～79 80～84 85～

北本市

埼玉県

全国

資料：国勢調査（平成22年）

平成22年

％

歳

（全国）

（全国）



 5 

（６）審議会等の委員における女性の比率 

政策の立案や意思決定の過程において女性が参画することは、女性の視点を政策に

反映するという意味で重要な取り組みです。 

本市では、「北本市男女共同参画推進条例」の第 14 条第３項において審議会等委員

の委嘱にあたって積極的格差是正措置を講ずることを規定しています。 

本市の審議会等の委員における女性の比率は、平成 13 年に 30％を達成しました。

平成 20 年には 30％を下回ったものの、平成 21 年には再び 30％を上回り、平成 22 年

には 33.0％まで上がりました。 

 

審議会等の委員における女性比率推移 
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２ 男女共同参画に関する意識 

（１）男女平等感 

様々な分野における男女平等感については、【教育】の分野は「平等になっている」

という回答が 64.1％と、過半数を超えています。 

しかしながら、【政治】や【社会通念や慣習・風潮】では「男性の方が優遇されてい

る」が過半数以上を占め、【職場】、【社会全体でみた場合】では 50％に近い高い割合

となっています。 

 

男女平等観（時系列比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=(935)

家庭

職場

教育

政治

地域活動の場

法律や制度

社会通念や慣習・風潮

社会全体でみた場合

13.8

64.1

15.0

31.2

29.0

9.0

12.3

4.2

6.7

4.7

49.9

6.4

57.1

20.3

24.7

56.4

49.6

26.4

23.5

23.0

37.8

37.4

28.0

33.0

4.0

4.2

2.5

1.0

3.2

2.5

4.0

3.5

5.7

3.4

2.6

(%)
29.6 5.3 32.3 30.1 2.7

平
等
に
な
っ

て
い
る

女
性
の
方
が
優
遇
さ

れ
て
い
る

男
性
の
方
が
優
遇
さ

れ
て
い
る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い 無
回
答
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 （２）「男は仕事、女は家庭」という考え方 

「男は仕事、女は家庭」という考え方については、「そう思わない」（49.3％）が最

も高く、約半数を占めています。一方、「そう思う」は 14.1％となっています。 

時系列で比較すると、「そう思わない」は前回調査（平成 17 年度、48.8％）よりわ

ずか 0.5 ポイント増加していますが、平成２年度調査（30.4％）と比較すると、18.9

ポイント増加しています。一方、「そう思う」は前回調査（平成 17 年度、16.3％）か

ら 2.2 ポイント減少しています。性別による固定的な役割分担意識は徐々に解消され

ていく傾向が伺えます。 

 

 

「男は仕事、女は家庭」という考え方の推移 
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資料：北本市男女共同参画に関する意識・実態調査報告書(平成 23 年度) 
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（３）社会の男女平等で重要なこと 

社会の男女平等で重要なことは、「男女を取り巻く様々な偏見、固定的な社会通念、慣

習・しきたりを改めること」（39.7％）で約４割と最も高くなっています。 

性別にみると、「男女を取り巻く様々な偏見、固定的な社会通念、慣習・しきたりを改め

ること」、「法律や制度の上での見直しを行い、女性差別につながるものを改めること」な

どの啓発に関することは男性の方が高いのに対し、「女性の就業、社会参加を支援する施設

やサービスの充実を図ること」は女性の方が 8.2ポイント高くなっています。 
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１ 第三次北本市男女行動計画の推進 

 （１）計画の期間 

    この計画の期間は、平成１９年から平成２４年までの６年間とします。 

 

 （２）計画の概要 

  基本理念 

    この計画は、「北本市男女共同参画推進条例」第３条の基本理念に基づき、男女共同

参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進します。 

１ 男女の人権の尊重 

２ 社会における制度又は慣行についての配慮 

３ 政策等の立案及び決定への共同参画 

４ 家庭生活における活動と社会生活における活動への参画 

５ 国際協調 

６ 個人の尊厳を害する暴力の根絶 

７ 生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利の尊重 
 

  基本目標 

    この計画は、次の基本目標に基づいて施策を展開します。 

 

１ 男女共同参画社会実現に向けての意識づくり 

あらゆる分野において男女共同参画に関する意識啓発・教育の機会を設け、さら

なる男女共同参画社会実現に向けての取り組みを推進します。 

 

２ 一人ひとりが社会参画するための体制づくり 

社会のあらゆる分野において、一人ひとりが個性と能力を発揮し、積極的に社会

参画を進められるような体制づくりを推進します。 

 

３ 生涯を通じた健康づくりと福祉の充実 

市民が住み慣れた地域で安心して生涯を送れるような体制づくりを推進します。 

 

４ 基本的人権を尊重する体制づくり 

男女共同参画社会実現のためには、社会全体でお互いの人権や生命を尊重する意

識が定着させ、暴力の根絶に向けての社会的認識を広げるとともに、暴力の被害者

に対する支援体制の整備を推進します。 

 

５ 計画の推進 

国、県、市、市民、事業者及び民間団体等が、それぞれの立場から主体的に取り

組むとともに、互いに連携、協働しながら施策を展開していきます。
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基本的な課題 

 

基本目標 

 

１ 男女共同参画社会実現 

に向けての意識づくり 

１ 性別による固定的な役割分担意識の解消 

２ 男女共同参画の視点に立った学習・教育の推進 

１ いきいきと働くための環境づくり 

２ 政策・意思決定過程における男女共同参画の推進 

３ 地域社会における男女共同参画の推進 

１ 生涯を通じた健康づくりへの支援 

２ 子育て支援の充実 

３ 安心して暮らすための体制づくり 

１ 人権を尊重する意識啓発 

２ 女性に対する暴力の根絶 

４ 国際交流の推進 

１ 計画の総合的な推進体制の充実 

２ 国・県・市民・事業者等との協働 

３ 計画の推進の基礎となる取り組みと進行の管理 

２ 一人ひとりが社会参画 

するための体制づくり 

３ 生涯を通じた健康づくり 

と福祉の充実 

４ 基本的人権を尊重する 

体制づくり 

５ 計画の推進 

 （３）施策体系 
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施策の方向性 

 

 

 

 

 

○1 男女共同参画推進のための意識啓発・広報活動の推進  

○2 男女共同参画に関する法制度の周知及び相談体制の整備 

○1 男女共同参画の視点に立った家庭教育の促進 

○2 男女共同参画の視点に立った学校教育の推進 

○3 男女共同参画の視点に立った社会教育の推進 

○1 職場における男女共同参画の推進   

○2 多様な働き方のための環境整備    

○3 農業・商工業に従事する女性への支援 

○4 子育てと仕事の両立支援      

○1 審議会・委員会等への女性の参画促進 

○2 庁内における男女共同参画の推進   

○3 市内の人材発掘の推進        

○1 地域社会における男女共同参画の推進  

○2 市民・事業者・各種団体との協働の推進 

○3 市民公益活動団体への支援       

○1 国際交流の促進      

○2 市内在住の外国人への支援 

○1 リプロダクティブ・ヘルス／ライツの意識啓発 

○2 ライフステージにあわせた健康づくり支援   

○1 男女がともに取り組む子育ての促進 

○2 地域で支える子育て環境の充実   

○3 相談機能の充実          

○1 高齢者・障害者が地域で暮らすための支援 

○2 高齢者の生きがいづくりへの支援     

○3 障害者への支援             

○4 男女がともに支える介護への支援     

○1 人権尊重意識の高揚           

○2 生命と性の尊重の意識づくり       

○1 女性に対する暴力の根絶のための意識啓発 

○2 暴力被害者の保護・支援・相談体制の充実 

○1 庁内推進体制の充実          

○2 男女共同参画審議会意見の施策への反映 

○1 国・県・市民・事業者等との協働 

○1 調査研究・情報の収集と提供   

○2 計画の進行管理         

 



 12 

２ 男女共同参画への配慮 

 （１）男女共同参画の視点からの配慮度チェック 

第三次北本市男女行動計画の施策体系に沿って、平成２３年度に実施した事業につ

いて、男女共同参画の視点からの配慮を行ったか以下のポイントで各課がチェックし

ました。 

男女共同参画配慮度チェックポイント 事業数 

①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。 ８５ 

②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。 ６５ 

③男女それぞれに事業の効果があった。 ７６ 

 

 ３ 第三次北本市男女行動計画の事業の推進状況 

  第三次北本市男女行動計画に位置づけられた事業の、平成２３年度の実施状況は以下の

とおりです。 

 （１）評価 

第三次北本市男女行動計画では、以下の基準に基づき事業の進捗状況を評価してい

ます。 

  評価基準 

   Ａ…目的を概ね達成している 

   Ｂ…目標に向けて成果をあげている 

   Ｃ…施策・事業が動き始めている 

   Ｄ…未実施 

   Ｅ…終了 

 

  基本目標１ 男女共同参画社会実現に向けての意識づくり 

評価 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

事業数 １７ １１ ０ ２ １ 

 

 主な事業として啓発紙の発行や講座の開催、生涯学習の推進、学校での男女平等教育

などを実施しています。 

 シンフォニーの発行や広報紙による広く一般への啓発、学校での男女平等教育や進路

指導等における児童生徒への啓発、公民館講座等での生涯にわたる啓発など、さまざま

な機会を捉えて啓発事業を展開し、多くの市民に、男女共同参画に関する学習の機会を

提供しました。 

 しかし、意識啓発の成果は、長い時間をかけて徐々に現れるものであるため、今後も

継続して啓発や広報、教育に取り組んでいく必要があります。 
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  基本目標２ 一人ひとりが社会参画するための体制づくり 

 

評価 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

事業数 ２６ ２２ ５ １ １ 

 

 主な事業として女性の就労継続を支援するため子育て支援や政策・意思決定過程への

参画など、女性の社会進出を促進する事業を実施しています。 

 労働講座では、男女雇用機会均等法、労働基準法、育児・介護休業法等の周知やセク

シュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントを防止する啓発を行い、女性の労働環

境の向上に努めました。 

子育てと仕事の両立支援としては、ステーション保育やファミリーサポートセンター

事業を行い、働く女性を支援しています。 

また、審議会・委員会等の委員の登用状況を把握し、適時、選任基準の見直しを行い、

政策・意思決定過程への女性の参画を進めています。 

 地域社会においては、イベントや活動に女性が積極的に参加し、活躍する場面が多く

なっています。 

 今後、男女ともに個性と能力を発揮し、社会参画を進めることができるよう、子育て

支援や労働環境整備のための支援等を継続して行うとともに、政策・意思決定過程への

女性の参画を更に進めていく必要があります。 

 

  基本目標３ 生涯を通じた健康づくりと福祉の充実 

 

評価 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

事業数 ２８ １６ ０ ０ ３ 

 

 主な事業として、生涯を通じた健康づくりのための事業、子育て支援、高齢者・障害

者が地域で暮らすための支援等を実施しています。 

 各種健康診査や運動教室を開催し、ライフステージに合わせた女性の健康づくりを支

援しています。 

 子育て支援では、子育てへの男性の積極的な参加を促すとともに、地域で子育てを支

えていくための事業や育児相談・教育相談等の支援事業に取り組みました。 

 また、高齢者や障害者が地域で安心して暮らすための権利擁護の支援や相談事業等を

実施しています。 

 少子高齢化が進む中、年齢に配慮した健康づくりや体力づくり、子育て支援、介護サ

ービスの需要の増大が見込まれるため、引き続ききめ細かな取り組みが必要です。 
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  基本目標４ 基本的人権を尊重する体制づくり 

 

評価 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

事業数 １１ ３ ０ ０ １ 

 

 主な事業として、人権意識の高揚のための事業の開催、学校での人権教育、女性に対

する暴力の根絶のための啓発、暴力被害者の支援等を実施しています。 

 人権啓発資料を作成し配布、啓発講演会や講座の開催により、意識の高揚を図ってい

ます。 

 ＤＶ被害者の相談件数は増加しており、相談窓口の充実と被害者支援のネットワーク

が重要です。庁内各課が連携して被害者の保護・支援にあたることができるよう、庁内

連携会議を開催し、関係各課の連携体制を確認しました。また、女性特有の悩みや問題

に対応するための女性相談を開設し、相談体制の充実を図っています。 

 女性に対する暴力は、基本的人権を侵害する行為であり、人権尊重の意識を浸透させ、

多様な個性や価値観、生き方を認め合う社会にするため、パネル展等で啓発を行ってい

ます。 

 

  基本目標５ 計画の推進 

 

評価 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

事業数 ５ １ ０ ２ ０ 

 

 主な事業として、男女共同参画審議会の運営、男女共同参画に関する情報の収集と提

供等を実施しています。 

 計画の進捗状況について、年次報告書をとりまとめ、男女共同参画審議会で報告をし

ました。また、男女共同参画に関する情報収集を行い、広報紙や情報コーナー等を通じ

て、市民に提供しています。 

 今後は、庁内の推進体制や男女共同参画推進拠点施設の整備を検討するなど、より一

層の推進体制の充実を図る必要があります。 

 

 

 

 



① ② ③

市の刉行物等で使
用する言葉や表現
に関するガイドライ
ンの作成と表現の
見直し

市の刉行物等で使
用する言葉や表現
に関するガイドライ
ンを活用した表現の
見直し

市から発信する情報について、男
女共同参画に配慮したものにする
ため、行政・刉行物等の表現の手
引き「見直そう表現方法～ジェン
ダーフリーの視点から～」を活用
し、職員の意識啓発を行う。

職員研修を通じて、男女共同参画
の意識啓発を行った。内容の見直
しを検討。

B ○ 協働推進課

広報紙やホーム
ページなどによる情
報提供と啓発

ホームページを利
用しての意識啓発

男女共同参画社会の実現の重要
性を周知するため、啓発と情報
提供を進める。必要に応じて男
女共同参画社会に関する情報及
び啓発記事を広報やホームペー
ジに掲載する。

シンフォニー・男女共同参画の推
進に関する年次報告書を掲載。ま
た随時、男女共同参画に関する情
報を掲載。

Ａ ○ ○ 協働推進課

「シンフォニー」の発
行

男女共同参画社会実現にむけて、
男女共同参画の推進をあらゆる分
野で進める必要性について、市民
の理解と意識啓発を図るために啓
発情報紙を発行する。Ａ４版のもの
を年1回発行し、全戸配布。編集を
行う編集委員については公募す
る。

第１8号を３月に発行。25,000部作
成し、全戸配布した。
編集委員５人。
編集委員の応募がなく、発行回数・
編集方法の見直しが必要

A ○ 協働推進課

男女共同参画推進
パネル展の開催

女性の人権についての意識を高
め、男女共同参画社会の重要性
を啓発するするため、パネル展
を開催する。

平成２３年６月１日～７日　文化セ
ンターエントランスホールでパネル
展を開催

Ａ ○ ○ ○ 協働推進課

講座・セミナーの開
催

男女共生塾の開催

男女共同参画の推進や女性差別
の問題についての学習機会を提供
し、地域での男女共同参画を推進
するためのリーダーの育成を図る。
地域での男女共同参画推進するた
めのリーダーの育成をすることで、
地域での男女共同参画を進める。
女性差別や男女共同参画社会を
テーマとしたセミナーを実施する。

「ヨーガでほぐそうココロとカラダ」
参加者１３人　保育６人
場所文化センター
参加者の減
男女共同参画の専門的な講座は
ウィズユーさいたまで開催している
ため、市では、親しみやすいテーマ
の講座を開催する方針

A ○ 協働推進課

表彰制度の整備 表彰制度の整備

男女共同参画の推進に取り組む意
識を高めるため、男女共同参画の
推進に寄与している個人・団体等を
表彰する制度の整備について検討
する。

市の既存の表彰制度及び県等の
表彰制度との調整が必要
市の善行表彰の中に男女共同参
画の推進を加える形で、検討中

D 協働推進課

① ② ③

男女共同参画に関
する法令、条例の
周知

男女共同参画に関
する法令、条例の
周知

さまざまな機会を通じて、男女共同
参画に関する法令、条例の周知を
図る。

パネル展,広報誌、ホームページな
どを通じて、北本市男女共同参画
推進条例の周知を図った。

Ａ ○ 協働推進課

男女共同参画に関
する相談体制の整
備

男女共同参画に関
する相談体制の整
備

専門の女性相談員による相談を行
う。また、必要に応じて専門機関を
紹介する。

専門の女性相談員による女性相談
を開設。相談件数８０件

Ａ ○ ○ 協働推進課

担当課
評
価

配慮度
チェック

　　１－１－①男女共同参画推進のための意識啓発・広報活動の推進

事業名 事業実施状況及び問題点

担当課

配慮度
チェック評

価
事業実施状況及び問題点事業名

家庭・事業所・地域
への広報・啓発

　　１－１－②男女共同参画に関する法制度の周知及び相談体制の整備

事業の目的・内容

推進項目

＇２（事業実施状況

　１　男女共同参画社会実現に向けての意識づくり

　　１－１　性別による固定的な役割分担意識の解消

推進項目

事業の目的・内容

【評価】
A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている
C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了
【配慮度チェック】
①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。
②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。
③男女それぞれに事業の効果があった。 15



① ② ③

家庭教育講座の充
実

公民館での家庭教育事業は終了 Ｅ 公民館等

父親教室・母親教
室の充実

マタニティセミナー
父親教室の充実

父親になるという意識を高め、役割
を持って共に育児に取り組めるよう
啓発し、父親の育児参加を進める。

マタニティセミナー前期４コース、後
期６コース＇計１０日間（を開催し、
計９６人の参加があった。父親教室
として、男性が参加しやすい土曜日
に沐浴教室を行い、３日間で計６４
人が参加。年々出生数が減尐する
中、妊娠中の健康管理のみなら
ず、出産後を見据えた内容として充
実させていく必要がある。

A ○ ○ ○ 健康づくり課

広報紙やホーム
ページを通じての家
庭教育情報の提供

広報紙やホーム
ページを通じての家
庭教育情報の提供

人権尊重の高揚と男女共同参画社
会実現の重要性を周知するため、
啓発と情報提供を進める。性による
差別は、基本的人権を侵害するも
のであり、人権尊重意識を社会に
浸透させることが重要であることを
周知する。また、男女共同参画社
会実現に向け、広く市民に意識啓
発を進める。

国や県などからの依頼に基づき、
広報紙やホームページを通して情
報の提供を行うが、平成23年度に
は実施していない。
対象者にあった情報提供の仕方を
検討するとともに、常に意識しても
らえるよう啓発活動を工夫する。

Ｄ 生涯学習課

PTA家庭教育学級
の充実

PTA家庭教育学級
の充実

市民一人一人が生きがいを持ち、
社会の変化に主体的に適応し、豊
かな充実した人生を過ごすため
に、社会・地域・健康・趣味などの
身近な問題について学習する機会
を提供し、合わせて地域づくりへの
男女共同参画を推進する。

市内の各小・中学校のＰＴＡが自主
的に家庭教育学級の企画・運営を
行った。事業を進めるに当たり、父
親・母親とが協力し合っている。平
成23年度には男女共同参画そのも
のをテーマに取り上げた研修会は
実施されていない。
開催日や内容に工夫をして、男性
も参加しやすい研修会を企画す
る。

Ｂ ○ 生涯学習課

幼稚園家庭教育学
級の充実

幼稚園家庭教育学
級の充実

学習機会を提供し、保護者相互の
連携や協力を通じて、家庭教育の
充実を図る。

父親と母親が協力して子育てをし
ていくための支援として、家庭教育
学級を実施している。自分の考え
や体験を参加者同士で話すことに
よって、今までの子育てを振り返る
きっかけとなり、子育てに自信が持
てたり課題を待ったりすることがで
きた。参加者18人

Ｂ ○ ○ 生涯学習課

① ② ③

男女平等教育の推
進

男女平等教育の推
進

人権に対する正しい知識理解をも
とに、男女平等の意識の浸透を図
り、小中学校段階における男女共
同参画社会の基礎づくりを推進す
る。人権に対する正しい知識理解
をもとに、男女平等の意識の浸透
を図り、男女が互いに尊重し合い、
差別のない社会の構築を目指す。

児童生徒に対して、男女平等の見
地に立った正しい人権意識の啓発
を、年間の指導計画に従って、社
会科、道徳、特別活動等の授業や
学校行事等を通して実施した。その
結果として、児童生徒の中に、男女
平等の意識が高まり、学校生活の
中にも行動として表れた。

Ｂ ○ ○ 学校教育課

キャリア教育・進路
指導の充実

進路指導の充実

いわゆる「出口指導」としての進学・
就職指導から脱却し、個に応じた
進路指導を充実することによって、
社会的・文化的な固定観念にとら
われない生き方について考える態
度を身につけさせる。男女の性別
によって進路が制限されたりするこ
とのないよう、個に応じた生き方指
導として進路指導を充実させ、男女
共同参画社会の基盤づくりを進め
る。

各学校の教育計画にキャリア教育
の目標達成に向けての「社会科な
どの各教科」「道徳」「特別活動」
「総合的な学習の時間」「学校行事
など」についての計画を示し、実施
している。特に中学校における職場
体験事業においては、３日以上の
体験を通し、働くことの意義を学び
ながら、男女がお互いを尊敬し助
け合って構築していく社会を肌で感
じることができた。

A ○ ○ ○ 学校教育課

担当課

　　１－２－②男女共同参画の視点に立った学校教育の推進

推進項目
評
価

配慮度
チェック

配慮度
チェック事業の目的・内容

事業実施状況及び問題点事業の目的・内容

推進項目 担当課
評
価

事業名

　　１－２－①男女共同参画の視点に立った家庭教育の促進

事業名

事業実施状況及び問題点

　　１－２　男女共同参画の視点に立った学習・教育の推進

【評価】
A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている
C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了
【配慮度チェック】
①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。
②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。
③男女それぞれに事業の効果があった。 16



① ② ③

男女平等の視点を
取り入れた学校の
教育活動の推進

男女平等教育の視
点を取り入れた学
校の教育活動推進

学校教育の中で、男女の性別によ
る役割分担にとらわれない考え方
を身につけることにより、男女共同
参画社会の基盤づくりを進める。

男女混合名簿や呼名時の順番で
男女分けを行わないこと、さらに指
名時に男女分け隔てなく、「さん」付
けで呼ぶ等といった取組を通して、
性別にとらわれない考え方を育む
ことができた。

Ｂ ○ ○ ○ 学校教育課

教職員研修の充実 教職員研修の充実
男女共同参画の問題を人権問題と
してとらえ、教職員の意識啓発と資
質の向上を図る。

定期的、また臨時に行う教職員研
修の内容として「男女共同参画」に
関する内容を取り上げ、児童生徒
を適切に指導する教職員自らが男
女平等に関する感覚を正しく身に
つけることができた。

Ｂ ○ ○ ○ 学校教育課

保護者への啓発の
充実

保護者への啓発の
充実

学校での男女共同参画推進教育を
通して保護者への啓発を図る。

小・中学校での男女平等に関する
取組を、学校だよりやホームページ
を通して、伝えた。また学校行事な
どで保護者への依頼や啓発を行っ
た。

Ｂ ○ ○ ○ 学校教育課

① ② ③

大学公開講座の充
実

市民一人ひとりが生きがいを持ち、
豊かな充実した人生を過ごすため
に、社会・地域・健康・趣味などの
身近な問題について学習する機会
を提供し、地域づくりへの男女共同
参画を推進する。

上智大学公開講座として“脳からみ
た記憶のしくみ”などをテーマに多く
の市民の参加を得て開講した。の
べ参加者292人
市民の学習ニーズにあった講座が
開設出来るよう関係起案との連携
をはかる。

B ○ ○ 生涯学習課

考人学級の充実

市民一人ひとりが生きがいを持ち、
豊かな充実した人生を過ごすため
に、社会・地域・健康・趣味などの
身近な問題について学習する機会
を提供し、地域づくりへの男女共同
参画を推進する。

様々なテーマによる講座を14回開
催し、男女混合の班編成のなかで
活動・学習を通じて共同の意識を
高めた。特に、第８回については男
女共同参画に関する啓発講座を開
催した。
参加者が女性が多く、男性の参加
者を増やすことが課題

B ○ 中央公民館

けやき学級の開催

豊かで生き生きと暮らせるまちづく
りを目標とし、生涯を通じた健康づ
くりと心の安定のため、様々な講
座、趣味を通じた仲間づくりと生き
がいづくりを促進する。

実施回数10回延べ26時間延べ参
加人数423人、各講座を通して楽し
く目的を達成できた。
男性の参加者が尐なく、男性の参
加率を上げたい。

A ○ ○ ○ 南部公民館

東部高齢者学級の
開催

豊かで生き生きと暮らせるまちづく
りを目指し、健康、人権等様々な
テーマによる講座を通じて、高齢者
の生きがいづくりと仲間づくりを図
る。また、地域での男女共同参画を
推進する。

高齢者に楽しんでもらえるような講
座を行った。応募者は定員まで達
した。実施回数　5回。延べ参加人
数　118人。

Ａ ○ 東部公民館

東部女性学級の開
催

豊かで生き生きと暮らせるまちづく
りを目指し、健康、人権等様々な
テーマによる講座を通じて、女性の
生きがいづくりと仲間づくりを図る。
また、地域での男女共同参画を推
進する。

女性に興味を持ってもらえるような
講座を行った。応募者は定員まで
達した。実施回数　5回延べ参加人
数　123人。

Ａ ○ ○ ○ 東部公民館

西部高齢者学級の
開催

豊かで生き生きと暮らせるまちづく
りを目指し、健康、人権等さまざま
なテーマによる講座を通じて、高齢
者の生きがいづくりと仲間づくりを
図る。また、地域での男女共同参
画を推進する。

参加者　男性19人、女性59人、文
化スポーツ、教養、健康等広範囲
にわたるカリキュラムを6回組み、
249人の受講者があった。共同参
画の視点に立った社会教育の推進
を図った。
男性の参加を増やすよう考える必
要がある。

A ○ ○ ○ 西部公民館

北部生涯学級の開
催

高齢者に学習する機会を提供し、
学びながら仲間づくりと知識の向上
を図る。

60歳以上の方を対象に6事業を計
画したところ、23名の参加があり、
参加者から好評をいただいた。

Ａ ○ 北部公民館

事業実施状況及び問題点
評
価

配慮度
チェック

　　１－２－③男女共同参画の視点に立った社会教育の推進

事業名 事業の目的・内容 事業実施状況及び問題点推進項目

担当課

評
価

配慮度
チェック

男女共同参画に関
する各種講座の開
催

担当課

事業名推進項目 事業の目的・内容

【評価】
A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている
C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了
【配慮度チェック】
①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。
②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。
③男女それぞれに事業の効果があった。 17



① ② ③

女性講座の開催
男女共同参画の推進、人権意識の
高揚を図るための学習機会の提供
を行う。

女性の趣味、教養、健康等に関す
る多様なジャンルの7事業を計画し
たところ、24名の参加があり、ほぼ
当初の目的が達成できた。参加者
の反応も好評であった。

A ○ 　 北部公民館

はなみずき学級の
開催

高齢化社会を迎え、健康・趣味・調
理等の学習機会の場を提供し、生
きがいや仲間づくりを図る。

期間：６月１６日から１２月１５日
開催回数：９回＇総時間25時間、参
加延べ人数：２５２人（
実施内容：消費生活講座、フラダン
ス、染め物体験、健康講座、手作り
アクセサリー、視察研修、人権講
座、グランドゴルフ、調理実習
参加者に男性が尐ないことが課題

Ｂ ○ 中丸公民館

みずの輪学級の開
催

高齢者の生きがい、仲間づくりを積
極的に支援し、有意義な人生を送
ることをめざす。市民参加型の学級
とし、協力しながら企画立案を進め
る。

男性４人、女性３４人の参加申込み
あり。７月から１２月までの間で９回
の講座を開催した。参加者は述べ
２２２人＇１講座当たり２４．６人の参
加（
男性の参加が尐ない

Ａ ○ ○ ○ 学習センター

えのき学級の開催

高齢者の生きがい、仲間づくりを積
極的に支援し、有意義な人生を送
ることをめざす。また、地域での男
女共同参画を推進する。

参加申込者　：　男性１１人　　女性
２９人
９月から１２月までの９回開催。　参
加人数は延べ２７３人。人権講座、
消費生活講座、市内歴史散策、健
康体操、視察研修、料理教室など
幅広いジャンルで開催。

A ○ ○ ○
コミュニティ
センター

生涯学習サークル
ガイドの発行

生涯学習サークル
ガイドの発行

各種サークルの活動内容等を取り
まとめたガイドを発行し、生涯学習
に対するきっかけづくりや生きがい
づくり等を目的に啓発活動を推進
する。自らの意思で自分にあった
学習機会を探すことにより、個人の
ニーズに応じた学びの場を提供す
るとともに、学習活動を通して、自
らの能力開発や地域活動への支
援等を進め、地域社会への女性の
参画を促進する。

各公民館で活動するサークルの協
力をいただき発行した。冊子は各
公民館窓口等において広く市民に
配布し、生涯学習の啓発を図った。
印刷部数を増やすなど啓発活動に
つとめ、個人のニーズに応じた学び
の場を提供していく。

Ｂ ○ ○ 生涯学習課

ホームページを利
用しての意識啓発

（再掲　1-1-①） 協働推進課

啓発紙「シンフォ
ニー」の発行

＇再掲　1-1-①（ 協働推進課

男女共生塾の開催 ＇再掲　1-1-①（ 協働推進課

広報紙やホーム
ページ等を通じての
学習情報の提供

広報紙やホーム
ページ等を通じての
学習情報の提供

国・県等の講演会やセミナー等の
事業について、情報提供を行う。

内閣府や県男女共同参画推進セン
ターの講演会や講座について、随
時情報提供を行った。

A ○ ○ ○ 協働推進課

男女共同参画意識
の啓発

担当課事業名
評
価

配慮度
チェック事業の目的・内容 事業実施状況及び問題点推進項目

男女共同参画に関
する各種講座の開
催

【評価】
A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている
C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了
【配慮度チェック】
①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。
②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。
③男女それぞれに事業の効果があった。 18



① ② ③

各種法律・制度等
の周知

男女雇用機会均等法等法や制度
の周知を行い、労働の場での男女
共同参画を進める。

国や県などからの法改正、制度の
情報収集に努め、必要な事項につ
いて広報等に掲載するなど周知を
行った。
法改正や制度に係る情報を遅れる
ことなく、市民に周知する必要があ
る。

A ○ ○ ○ 産業観光課

パートタイム労働法
の啓発

パート労働法を周知、啓発すること
でパート労働者の労働条件の向上
を図る。女性が多いパートタイム労
働者の労働条件は、フルタイム労
働者と比べて、不利な条件であるこ
とが多いため、法の周知を図る。

産業観光課や商工会窓口での啓
発パンフレットの配布、ポスターの
掲示を行った。また、労働講座にて
女性の就労支援をテーマとして情
報収集や知識の醸成が図られ、男
女共同参画に対する意識の啓発が
できた。また、中高年就職支援セミ
ナー＇県、市主催（では、求職中の
女性を含め、就職に必要なポイント
の周知が図れた。
法改正や制度に係る情報を遅れる
ことなく、市民に周知する必要があ
る。　また、女性のためのセミナー
等で制度理解を深める機会を設け
る必要がある。

A ○ ○ ○ 産業観光課

労働講座の充実
北本地区埼玉県労
働学院の充実

労使を取り巻く労働問題や社会情
勢、法･制度等について、正しい理
解と認識を得るためにセミナーを実
施する。男女雇用機会均等法、労
働基準法、育児介護休業法などの
法･制度の周知と事業者へ啓発を
行うことで、女性も働きやすい環境
を整備し、労働の場での男女共同
参画を進める。

労働講座にて女性のための就職セ
ミナーを実施し、女性労働者の処
遇確保や法令知識などの学習を通
じ、男女共同参画に係る意識の啓
発ができた。
労働講座を引き続き継続し、女性
のための両立支援の制度理解の
セミナー等を設ける必要がある。

A ○ ○ 産業観光課

セクシュアル・ハラ
スメントやパワー・
ハラスメントを防止
するための啓発

セクシュアル・ハラ
スメントやパワー・
ハラスメントを防止
するための啓発

セクシュアル・ハラスメント等を防止
するための意識啓発を図り、性別
による不利益を受けることなく、労
働者が働きやすい環境整備を支援
する。

労働条件の改善に関連し、セク
シュアル・ハラスメントやパワー・ハ
ラスメントを防止するためのパンフ
レットや労働相談に関するチラシを
配布し周知及び啓発を行った。
チラシ等による啓発活動を継続し、
女性に関する労働相談について、
県と連絡を密にしていく必要があ
る。

B ○ ○ 産業観光課

① ② ③

ＳＯＨＯワーカー養
成講座の充実

事業終了 Ｅ 産業観光課

無料職業紹介所の
充実

地域で就職したい方を対象に希望
と能力に応じた職業に速やかに就
くことができるよう、きめ細やかな相
談を実施する。

市民の雇用の促進と商工業の振興
のために事業を実施し、女性の社
会参加を支援することができた。
＇求人件数88件、求職件数138人、
就職件数5人（
求人登録事業者の拡大により市民
ニーズに応えて行く必要がある。

A ○ ○ ○ 産業観光課

内職相談の充実
内職に関する求人を始め、工賃や
トラブル、苦情などの相談を実施。
求人情報を提供する。

内職に関する求人情報の提供・相
談を行い、家庭にいながらも社会
に参加する女性への支援を行っ
た。＇相談件数213件、求職件数82
人、内職あっせん数　36件（
登録事業者の増加を図り、求職者
の要請に応えていく必要がある。

A ○ ○ ○ 産業観光課

　　２－１－①職場における男女共同参画の推進

　　２－１－②多様な働き方のための環境整備

男女雇用機会均等
法等の法律・制度
等の周知

無料職業紹介所の
充実

担当課

担当課

事業名推進項目

配慮度
チェック

事業名

　２　一人ひとりが社会参画するための体制づくり

事業の目的・内容

事業実施状況及び問題点

配慮度
チェック評

価

評
価

事業の目的・内容

推進項目 事業実施状況及び問題点

　　２－１　いきいきと働くための環境づくり

【評価】
A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている
C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了
【配慮度チェック】
①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。
②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。
③男女それぞれに事業の効果があった。 19



① ② ③

農業に従事する女
性への支援

農業に従事する女
性への支援

多様化する労働形態に対応し、働く
意欲のある女性が、家庭や地域で
の生活を大切にしながら働き続け
られるような環境つくりを進める。

あだち野農業協同組合や北本市農
業推進会議を通じて、各種制度の
周知や情報提供を行った。また、女
性農業者のリーダーとして、地域農
業の振興や農村の活性化に向け
た活動が行われるよう「農村女性ア
ドバイサー」を県に推薦し、農業に
従事する女性への支援を行った。
「農村女性アドバイザー」の活動を
さらに充実させるため、多くの認定
者の育成が求められている。

A ○ ○ 産業観光課

商工自営業等に従
事する女性への支
援

商工自営業等に従
事する女性への支
援

多様化する労働形態に対応し、働く
意欲のある女性が、家庭や地域で
の生活を大切にしながら働き続け
られるような環境つくりを進める。

商工会の一般事業費に対して助成
するなか、商工会女性部の研修・
活動に対し支援を行った。
女性部の活動の充実を図るため引
き続き支援し、活動の範囲を広げ
るよう情報提供等が求められる。

B ○ ○ 産業観光課

① ② ③

母性保護に関する
啓発

母性保護に関する
啓発

健やかな子を産み育てるために、
就労妊婦の健康管理の必要性に
ついて、知識を普及する。

妊娠届に来庁された方＇４５２人（
に、母子手帳と併せて妊婦健康診
査等受診券を配布。健康管理の必
要性の説明を行った。

Ａ 健康づくり課

保育所の整備充実 保育所の整備充実

両親の就労等により保育に欠ける
児童に、子供の成長に望ましい保
育を実施する。女性の社会参加、
核家族化等により、児童の置かれ
ている家庭環境が変化し、保育
ニーズが多様化している。就労形
態に合わせた保育サービスの提供
と保育所の整備充実を図り、女性
の社会参画を支援する。

民間保育園の改築に伴う定員増。
新東保育所の整備に伴う定員の
増。

A こども課

延長保育、乳児保
育、一時保育の充
実

延長保育、乳児保
育、一時保育の充
実

両親の就労等により保育に欠ける
児童に、子供の成長に望ましい保
育を実施する。女性の社会参加、
核家族化等により、児童の置かれ
ている家庭環境が変化し、保育
ニーズが多様化している。就労形
態に合わせた保育サービスの提供
と保育所の整備充実を図り、女性
の社会参画を支援する。

延長保育：公立・民間全ての園に
おいて実施中。
乳児保育：公立２カ所、民間６箇所
で実施中。
一時保育：民間１カ所で実施中。

A こども課

病児、病後児保育
の実施

病児、病後児保育
の実施

病気治癒後、保育所での保育が困
難な児童に対する保育の実施

民間１カ所で実施中。
H２４年度から東保育所で実施。

Ｃ こども課

休日保育の実施 休日保育の実施
休日に保育ができない保護者への
保育サービスの提供

未実施
職員の確保と給食の提供が困難

Ｄ こども課

ステーション保育の
充実

駅前保育ステーショ
ンの充実

駅を利用する保護者の利便性に配
慮した育児支援を行う。

深井保育所、高尾保育園の入所児
を対象に駅の保育ステーションに
おいて保育を実施。H24年度から
は東保育所の入所児も対象。

A こども課

ファミリー・サポー
ト・センターの充実

ファミリー・サポー
ト・センターの充実

市民の相互協力により、地域での
子育て支援を行う。子育て支援の
充実を図り、保護者の就労及び家
庭生活を支援する。

子育ての手助けをしてほしい人＇依
頼会員（と手助けをしたい人＇協力
会員（が育児の相互援助を行って
いる。
協力会員の拡大が課題

A こども課

学童保育の充実 学童保育の充実
小学校低学年児童のうち、保護者
の就労等により常時保育に欠ける
児童の健全な育成に資するため。

小学校高学年児童も受け入れ、事
業を実施した。11室、利用延べ
4,785人

Ａ ○ こども課

無料職業紹介所の
充実＇再掲　2-1-
②（

無料職業紹介所の
充実

＇再掲　2-1-②（ 産業観光課

配慮度
チェック

事業の目的・内容 担当課

担当課

配慮度
チェック評

価
事業実施状況及び問題点事業名

評
価

推進項目

　　２－１－④子育てと仕事の両立支援

事業の目的・内容 事業実施状況及び問題点推進項目 事業名

　　２－１－③農業・商工業に従事する女性への支援

【評価】
A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている
C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了
【配慮度チェック】
①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。
②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。
③男女それぞれに事業の効果があった。 20



① ② ③

審議会・委員会等
委員への女性の登
用推進

審議会・委員会等
委員への女性の登
用推進

政策、方針決定過程への女性の
参画を推進するため、毎年、審議
会、委員会等の女性の割合につ
いて調査を実施し、その割合を高
めるよう努める。

女性の登用状況調査を行い、報告
書を作成、各課へ配布。女性の割
合を達成していない審議会等に女
性の割合を高めるよう依頼。特に
女性の割合の低い審議会等につ
いては、委員構成、選出団体まで
含めた検討が必要

B ○
協働推進課
関係各課

審議会等委員の選
任基準の見なおし

審議会等委員の選
任基準の見なおし

政策、方針決定過程に女性の登
用を推進するため、審議会等委員
の選任基準を見直し、男女の割合
が偏らないようにする。

男女の登用状況を把握しながら、
適時、選任基準の見直しを行って
いく。

B ○
政策推進課
関係各課

男女の偏りのない
審議会運営の推進

男女の偏りのない
審議会運営の推進

政策、方針決定過程で同数の男
女の割合を持って審議することに
よってあらゆる角度からの意見等
を反映する。

男女の偏りをなくすため、女性の
割合の目標値を各課に周知した。

B ○
協働推進課
関係各課

① ② ③

女性の管理職への
登用

女性の管理職への
登用

行政組織の中での男女共同参画
を推進するため、昇任・昇格等に
おいて女性を積極的に登用する。

女性職員管理職昇格者：主幹級１
名
昇格試験を受験する女性職員は
少なく、また全体としても女性職員
の昇格者は増加していない。

Ｃ ○ 総務課

職員研修の充実 職員研修の充実
市職員が、男女共同参画の視点
を持って業務にあたることができる
よう研修を実施する。

新規採用職員に対する男女共同
参画社会についての研修を実施。
また、入庁年別に男女共同参画基
礎研修を実施。参加者　４８人
全職員対象の研修の終了後は、
階級別の研修、女性の人材育成
に重点をおいた研修など、対象・
テーマを絞った研修を実施する。

Ａ ○ ○ ○
総務課
協働推進課

職域の拡大 職域の拡大

女性のみ男性のみといった、慣例
的な職員配置を見直し、個人の能
力・適性に応じた職員配置を行う。
また、職員の採用にあたっても、性
別にとらわれない職員採用を実現
する。

職員の能力・適性を考慮した配置
を推進した。
また、職員採用にあたっては、性
別にとらわれない人物重視による
選考を行った。
政策決定部門への女性職員の配
置をさらに推進する必要がある。

Ｂ ○ 総務課

性別にとらわれな
い職員配置の推進

性別にとらわれな
い職員配置の推進

女性のみ男性のみといった、慣例
的な職員配置を見直し、個人の能
力・適性に応じた職員配置を行う。
また、職員の採用にあたっても、性
別にとらわれない職員採用を実現
する。

職員の能力・適性を考慮した配置
を推進した。
また、職員採用にあたっては、性
別にとらわれない人物重視による
選考を行った。
政策決定部門への女性職員の配
置をさらに推進する必要がある。

Ｂ ○
総務課
（関係各課）

女性の研修機会の
拡大

女性が意思決定部門や政策決定
部門へ参画できるよう、特に政策
形成能力の養成に重点を置いた
各種研修に参加できるような体制
作りを行い、管理職としての能力
開発及び意識改革を図る。

自治人材開発センターが実施する
職階別研修において、政策形成能
力養成に重点を置いた講義の受
講を推進した。
政策形成能力の養成に重点を置
いた研修への女性職員の参加をさ
らに推進する必要がある。

Ｂ ○ ○
総務課
（関係各課）

職員夏季期間にお
ける学校勤務市職
員研修

目的：職務に必要な基礎的知識の
習得及び職員相互の交流を図るこ
と
内容：調理員及び用務員合同講
習会　「給食室からの出火を想定
した対応について」（埼玉県央広域
事務組合職員）、調理員及び用務
員の業務についての意見交換会。
用務員実務研修　専用器具を使
用した学校清掃研修、用務員の
テーマ別意見交換会

実施状況：調理員及び用務員合
同講習会は、平成２２年度をもって
事業を終了したのため未実施。用
務員実務研修は小中学校の夏季
休業中の２日間で出席者のべ２０
名（女性１４名）で実施。

B ○ ○ 教育総務課

担当課

事業名

女性の研修機会の
拡大

　　２－２－②庁内における男女共同参画の推進

　　２－２　政策・意思決定過程における男女共同参画の推進

事業実施状況及び問題点
評
価

評
価

　　２－２－①審議会・委員会等への女性の参画促進

推進項目 事業名

事業実施状況及び問題点 担当課

事業の目的・内容

事業の目的・内容

配慮度
チェック

配慮度
チェック推進項目

【評価】
A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている
C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了
【配慮度チェック】
①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。
②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。
③男女それぞれに事業の効果があった。 21



① ② ③

職員の能力開発の
支援

職員の能力開発の
支援

これまでに男性に比べ研修機会の
尐なかった女性の研修機会を拡大
し、女性の人材育成を行う。

自治人材開発センター研修参加者
90人中女性30人
北足立北部共同研修会研修参加
者24人中女性11人
政策形成能力の養成に重点を置い
た研修への女性職員の参加をさら
に推進する必要がある。

Ｂ ○ ○
総務課
（関係各課）

① ② ③

男女きらきら北本
いっしょにプログラ
ム（男女共同参画
推進者登録制度）
の推進

男女きらきら北本
いっしょにプログラ
ム（男女共同参画
推進者登録制度）
の推進

男女共同参画推進者登録制度に
より、市民・事業者・各種団体の活
動を支援する。

登録団体に活動情報報告書の提
出を依頼。活動についての報告及
び相談を受けた。登録団体の活動
支援の具体的な方法について検討
が必要。

A ○ 協働推進課

地域の人材の活用
と育成

地域の人材の活用
と育成

審議会・委員会や職場、地域など
での政策・方針決定過程への女性
の参画を推進するため、女性の人
材を発掘し、育成をする。

女性の人材発掘と各課へ情報提供
することとしているが、審議会等で
は公募枠を設けており、各課への
情報提供の必要性について検討

C ○
協働推進課
関係各課

① ② ③

自治会活動への女
性参画の促進

自治会活動への女
性参画の促進

住民と身近な存在である自治会
は、より地域の実情に即した活動
が求められている。地域の下部組
織においては、女性の活動が見ら
れるものの、単位自治会長に女性
は尐なく、地域活動に女性が積極
的に参加できるよう環境づくりを進
める。

111自治会のうち6地区で女性の自
治会長が就任している。そのうち自
治会連合会の理事に2人就任して
おり連合会の運営に積極的に参画
している。
単位自治会の地域活動においては
女性の参加が見られるが、地域の
総意選出される自治会長の女性就
任は尐ない。

B ○ くらし安全課

地域コミュニティ祭
りへの支援

地域コミュニティ祭
りへの支援

地域が主体となったまちづくりを進
めるため、地域コミュニティの積極
的な活動を支援する。

地域コミュニティ祭りは、それぞれ
の地域の特色を生かしながら、運
営はもとより、作品展の出品にも女
性の活躍が目立っている。
今後も男女とも参加しやすいコミュ
ニティ活動を助言・指導していきた
い。

A ○ くらし安全課

地域コミュニティ体
育祭の充実

地域コミュニティ体
育祭の充実

スポーツ・レクレーションを通じて、
地域住民の親睦と健康・体力の維
持を図る。体育祭を通して世代間
の交流を図り、併せて各世代の女
性も参加しやすい地域に根ざした
形での実施を支援する。

各コミュニティにおいて特色ある種
目を企画し、子どもから高齢者まで
男女関係なく楽しく参加できるよう
工夫をし実施している。地域住民の
親睦や交流を目的とし、地域の繋
がりが一層深まった。
コミュニティによっては高齢化が進
み、開催が難しいところもある。

Ｂ ○ 体育課

スポーツを通した世
代間交流の機会の
提供

北本駅伝競走大会
の充実

活発な地域活動促進を図るととも
に、参加部門にクラブ対抗の部を
設置し、男女混成チームの編成を
認めるなど女性の参加を促してい
る。

小学生から一般まで男女別の部門
を設定。女性が参加しやすいよう距
離数を考慮し実施している。

Ａ ○ 体育課

世代間交流を促進
するスポーツ・レク
レーション交流事業
の充実

感動桜国きたもと
ウォーク大会の充
実

男女問わず子どもから高齢者ま
で、自らの健康づくりと世代間交流
の促進を図る。生涯を通じた健康
維持を支援するための機会を提供
する。

ウォーキングブームが広がる中、
男女年齢問わず参加されている。
健康増進や体力維持を図ること
や、市内の桜や名所を巡ることで、
北本をＰＲすることができた。

Ｂ ○ 体育課

評
価

配慮度
チェック

配慮度
チェック

担当課推進項目

担当課

評
価

事業名推進項目

事業名 事業の目的・内容 事業実施状況及び問題点

　　２－２－③市内の人材発掘の推進

　　２－３－①地域社会における男女共同参画の推進

事業名 事業の目的・内容

配慮度
チェック

事業実施状況及び問題点
評
価

推進項目 事業実施状況及び問題点

事業の目的・内容

　　２－３　地域社会における男女共同参画の推進

担当課

【評価】
A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている
C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了
【配慮度チェック】
①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。
②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。
③男女それぞれに事業の効果があった。 22



① ② ③

世代間交流を促進
するスポーツ・レク
レーション交流事業
の充実

ラジオ体操とｳｫｰｷ
ﾝｸﾞの充実

子どもから高齢者まで、自らの健
康体力づくりと世代間交流を図る。
生涯を通じた健康維持の支援をす
る。

回を重ねるごとに参加者が増加し
ており、毎年継続して参加されてい
る方も増えてきている。気軽に取組
めるラジオ体操に参加いただき、運
動する機会を提供できた。

Ｃ ○ 体育課

学校体育施設開放
利用による生涯ス
ポーツ・レクレーショ
ンの充実

学校体育施設の開
放

市内の学校体育施設の開放によ
り、市民が運動・スポーツ、レクレー
ション等身体活動に親しむ場所を
提供するとともに、生涯スポーツの
基盤づくりや健康維持・体力向上を
図る。

年間３回の調整会議で、利用施設
ごとに話し合いの上、活動日を確
保し、スポーツやレクリエーション
活動に親しむことができている。女
性の利用者も年々増えている。

A ○ 体育課

中学校保健体育科
における「武道必
修」

中学校保健体育科
教科指導の充実

平成２４年度以降の武道必修を見
据え、市内中学１年生から男女全
員に武道を学習させ、女子が卒業
後も生涯スポーツ、あるいは競技
スポーツとして、柔道・剣道を継続
していく基盤づくりとする。

市内の柔道・剣道連盟と連携し、複
数体制での授業実践を行うことが
できたため、、男子女子生徒ともに
安全に武道の学習をすることがで
きた。
外部指導者の派遣について、柔
道・剣道連盟と調整が必要

A ○ 体育課

環境美化運動の実
施

環境美化運動の実
施

北本市自治会連合会主催による市
民参加の地区清掃活動を通じて環
境美化意識の高揚を図り、住みよ
い生活環境をつくることを目的とし
て実施する。開催地域活動やボラ
ンティア活動などの地域活動の場
での男女共同参画を促進する。

快適な環境づくり運動
　実施期間：平成２３年５月２２日～
６月２６日　実施地区：９４地区　参
加人数：１１，７１１人
秋の環境美化運動
　実施期間：平成２３年９月４日～１
１月１３日　実施地区：９８地区　参
加人数：１１，５４６人
自治会に入らないアパート等の住
民の参加は少ない。各自治会ごと
に差が広がっている。

B ○ くらし安全課

自主防災組織の育
成

自主防災組織の育
成

災害時、自分たちのまちは自分で
守るという心構えが必要であり、二
次災害の防止や軽減を図るため、
地域住民による防災組織の結成と
育成を図る。また、防災知識を習
得・体得することで、災害時はもち
ろんのこと、地域住民皆が協力して
防災活動を行う必要がある。

災害発生時に住民自らが共助の精
神で、地域の安全を守り、防災活
動を行う防災組織を各自治会に立
ち上げ、地域の防災力の向上を図
る。
自主防災組織設立（新規）：１団体
自主防災組織活動（既存）：４６団
体
自主防災組織の活動の主となる構
成メンバーは、各自治会の役員で
あり、自主防災組織役員への参加
に関して、女性登用が配慮されて
いるところもある。また、活動に関し
ては、日中留守を守る女性の防災
意識の高揚や被災者に対する配慮
や気遣いなど、女性にかかる役割
は大きくなっている。

C ○ くらし安全課

消費生活セミナー
の開催

セミナー等を通じて、消費生活に関
する情報を提供することにより、賢
い消費者を育成する。

消費生活講座：９回開催　参加者
数：４９３人

B ○ ○ ○ 市民課

消費生活相談の実
施

巧妙化する悪徳商法、各種契約ト
ラブルに対して、専門の相談員によ
る相談窓口を開設し適正な対応を
することにより、消費者の安全・利
益を確保する。

週５日実施　　相談件数：２８１件 B ○ ○ ○ 市民課

消費生活情報の積
極的な提供

消費者問題に関する各種情報を積
極的に提供し、消費者問題の啓発
に努める。

産業まつり　消費生活コーナーで
消費者被害防止のための啓発チラ
シ等配布
「北本市消費生活相談あれこれ」広
報紙・ホームページ掲載

B ○ ○ ○ 市民課

担当課
評
価

配慮度
チェック事業の目的・内容 事業実施状況及び問題点

消費者活動への支
援

推進項目 事業名

【評価】
A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている
C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了
【配慮度チェック】
①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。
②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。
③男女それぞれに事業の効果があった。 23



① ② ③

ホームページを利
用しての意識啓発

（再掲　1-1-①） 協働推進課

啓発紙「シンフォ
ニー」の発行

（再掲　1-1-①） 協働推進課

男女共生塾の開催 （再掲　1-1-①） 協働推進課

男女きらきら北本
いっしょにプログラ
ム（男女共同参画
推進者登録制度）
の推進（再掲　２－
２－③））

男女きらきら北本
いっしょにプログラ
ム（男女共同参画
推進者登録制度）
の推進

（再掲　２－２－③）） 協働推進課

研修等への講師の
派遣

研修等への講師の
派遣

男女共同参画に関する講師を派
遣する。

中央公民館主催「考人学級」に講
師を派遣　テーマ：かるたでトライ
楽しく学ぶ男女共同参画
公民館等での講座で、男女共同
参画のテーマを取り上げてもらうよ
う、働きかけが必要

Ａ ○ 協働推進課

ごみ減量等推進市
民会議の支援

地域住民が主体となったまちづくり
を進めるため、積極的な市民活動
を支援する。大きな社会問題と
なっているごみ問題に対し、自主
的かつ積極的に活動している団体
であり、活動を通じて得た知識、経
験等により地域のリーダーとして
の活躍が期待できる。

ごみ減量推進員会議　テーマ｢ご
みゼロ社会への挑戦」
　日時：平成２３年７月２日　参加
者数：１５０名
ごみ減量市民大会　テーマ「ごみ
減量は、生活を見直すいいチャン
ス」
　日時：平成２３年１０月２日　参加
者数：１５０名
ザ・減量第２７号（９月）・第２８号
（２月）　全戸配布
瓦版発行１５号（６月）、１６号（１２
月）全戸配布
人口減、世帯数増という状況によ
り、ゴミの量は増える傾向にある。

B ○ くらし安全課

ボランティア活動へ
の支援

地域、施設、ボランティアに関する
各種団体等との連携を図り、だれ
でも、いつでも、気軽に活動ができ
るよう、住民の参加の推進を図る。

北本まつり実施に関して、実行委
員会役員に女性を起用し、女性の
参加の推進を図った。
参加団体の代表が、まだまだ男性
が多いのが現状であることから、
団体推薦の役員について、女性の
参加を意識した働き掛けが求めら
れる。

Ｂ ○ ○ ○ 産業観光課

ボランティア活動へ
の支援

地域、施設、ボランティアに関する
各種団体等との連携を図り、だれ
でも、いつでも、気軽に活動ができ
るよう、住民の参加の推進を図る。

各地域で自主的に行われている
地域介護予防活動（サロン）等に
ついて、依頼を受けた場合に、市
職員が講師として出席するととも
に、活動団体等の参加による講習
会を開催した。（実施回数３回、参
加延べ人数５０人）

A ○ ○ ○ 高齢介護課

ボランティア活動へ
の支援

地域、施設、ボランティアに関する
各種団体等との連携を図り、だれ
でも、いつでも、気軽に活動ができ
るよう、住民の参加の推進を図る。

水路敷きの除草について、市の美
化運動の一環として、水路の藻刈
りを住民が行なっている。
住民の高齢化や農地の耕作放棄
により参加者が減少している。

A ○ 下水道課

表彰制度の整備
（再掲　1-1-①）

表彰制度の整備 （再掲　1-1-①） 協働推進課

① ② ③

市民公益活動団体
への支援

市民公益活動団体
への支援

市民との協働のまちづくりを進める
ため、市民公益活動団体が活動し
やすい環境整備に努める。

市内に主たる事業所を有するNPO
法人の情報交換会を開催し、市民
公益活動団体間の情報共有を図
るとともに、市民への情報発信に
努めた。また、新たに法人格を取
得する団体を支援するため、補助
金を交付した。交付件数１件

Ａ ○ 協働推進課

各種団体への活動
支援

事業実施状況及び問題点
評
価

評
価

事業の目的・内容

男女共同参画に関
する意識の啓発

　　２－３－③市民公益活動団体への支援

推進項目 事業実施状況及び問題点

　　２－３－②市民・事業者・各種団体との協働の推進

推進項目 事業名 事業の目的・内容

事業名 担当課

担当課

配慮度
チェック

配慮度
チェック

【評価】
A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている
C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了
【配慮度チェック】
①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。
②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。
③男女それぞれに事業の効果があった。 24



① ② ③

市民公益活動団体
情報提供窓口機能
の充実

市民公益活動団体
情報提供窓口機能
の充実

市民の市民公益活動団体への参
画促進を図るため、市民公益活動
団体に関する情報を提供する総合
窓口の機能を充実させる。

コミュニティセンター内に設置してい
る市民公益活動支援コーナーに
NPOの情報を掲示するとともに、市
HPにNPO情報コーナーを設置して
いる。協働推進計画に位置づけし
ている市民公益活動支援センター
のあり方については、市民参加を
求め検討を進めている。

Ｂ ○ 協働推進課

① ② ③

国際理解教育の実
施

国際理解教育の推
進

学校において、各教科等の時間を
とおして日本及び諸外国の文化・
伝統等について深い理解をもち、
国際社会において信頼され、世界
平和と発展に貢献するような児童・
生徒を育成する。

各教科、外国語活動、総合的な学
習の時間及び特別活動等の時間
を通して広い視野からの日本及び
諸外国の文化・伝統の理解や国際
交流に積極的に取り組めるような
資質・能力を計画的に育成してい
る。また教職員の指導力を向上さ
せるための研修を計画的に実施し
ている。

A ○ ○ 学校教育課

国際交流ふれあい
ラウンジの充実

学習センターを国際交流の拠点施
設に位置付け、外国人に対する日
本語学習や、交流・交換事業を通
じて、在外外国人と市民との国際
理解及び国際交流を推進する。

国際交流ラウンジ委員会に事業を
委託し、国際理解学習・交流事業
を実施した。

B ○ ○ 生涯学習課

国際交流ふれあい
ラウンジ事業の充
実

学習センターを国際交流の拠点施
設に位置付け、外国人に対する日
本語学習や、交流・交換事業を通
じて、在外外国人と市民との国際
理解及び国際交流を推進する。

お花見、国際交流ふれあいパー
ティー、もっと知ろう友達の国、外
国語入門講座、日本語指導ボラン
ティァ養成講座を開催。参加延べ
人数：３９４人
ラウンジ会員の減少及び高齢化が
進んでいる。

A ○ ○ ○ 学習センター

民間団体による国
際交流の促進

国際交流ふれあい
ラウンジ事業の充
実

（再掲2-4-①） 学習センター

平和を考える市民
の集いの充実

平和を考える集い
の充実

国際平和の実現を目指して、市民
一人一人の平和意識の醸成を図る
ため、公益団体や各種企業並びに
市民団体からも実行委員を選出
し、幅広い観点から平和啓発活動
を実施する。

・実行委員　７名
（公募１名、公益団体４名、企業２
名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
平和を考える集い　　６日間開催
参加者数　　　７１０人
・平和啓発事業実施　　　２団体（２
事業）

B ○ ○ ○ 市民課

① ② ③

外国語による生活
情報の提供

外国語版市民生活
ハンドブックの作成

事業見直しにより実施しない - 秘書広報課

外国人のための日
本語学習機会の提

供
日本語指導講座

市内及び近郊在住の外国人を対
象に日本語の基礎を学び、日常生
活をより豊かに過ごせることを目的
として実施する。

毎週日曜日の午後１時３０分から
開催参加延べ人数：５１６人
外国人参加者が少ない。

A ○ ○ ○ 学習センター

外国人留学生に対
する支援

ワンナイトステイ事
業

目的：国際交流の推進
内容：研修のために来日した外国
人日本語教師を市内の一般家庭
に宿泊できるよう、協力できる家庭
を探すと共に紹介する。

平成２３年度における外国人受入
家庭は１０件であり、受入家庭の家
族構成は夫、妻、子である場合が
多かった。 外国人日本語教師は、
女性に偏っている。

Ａ 政策推進課

配慮度
チェック 担当課推進項目 事業名 事業の目的・内容 事業実施状況及び問題点

評
価

事業の目的・内容

配慮度
チェック

　　２－４－①国際交流の促進

事業名

　　２－４－②市内在住の外国人への支援

事業の目的・内容

推進項目 事業実施状況及び問題点
評
価

　　２－４　国際交流の推進

担当課

担当課事業実施状況及び問題点
評
価

事業名推進項目

国際交流ふれあい
ラウンジの充実

配慮度
チェック

【評価】
A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている
C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了
【配慮度チェック】
①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。
②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。
③男女それぞれに事業の効果があった。 25



① ② ③

リプロダクティブ・ヘ
ルス／ライツの周
知

マタニティホルダー
の活用

女性が自らの性や健康について
の自己決定権を持つことができる
よう、普及・啓発活動を行う。

母子手帳交付時に、マタニティ
キーホルダーを配布するとともに、
市役所内、公民館等にポスターを
掲示し、一般の周知を図った。

Ａ 健康づくり課

学校における性教
育の充実

性教育の推進

各学校における保健体育・理科・
特別活動等の学習指導を通して
性教育の指導の充実を図り、性に
関する正しい知識を身につけ、男
女が互いに尊重しあう態度を育成
する。

各学校において、保健学習を中心
に関係教科と関連させながら、指
導の充実に努めている。

B ○ 体育課

啓発資料の作成・
配布

女性健診・乳がん
子宮がん検診　疾
病予防

がん罹患率が上昇している中、予
防対策・早期発見の手段のため
に、啓発のためのパンフレットを作
成し、配布を行う

がん検診会場（集団）において、北
本市のがん死亡状況について周
知を図るとともに、がんの早期発
見のための啓発パンフレットを配
布した。

Ａ 健康づくり課

小中学校における
健康教育の充実

性教育の推進の事業内で実施し
ている。

- 体育課

けやき学級の開催 （再掲　1-2-③） 南部公民館

東部高齢者学級の
開催

（再掲　1-2-③） 東部公民館

西部高齢者学級の
開催

（再掲　1-2-③） 西部公民館

北部生涯学級の開
催

（再掲　1-2-③） 北部公民館

はなみずき学級の
開催

（再掲　1-2-③） 中丸公民館

みずの輪学級の開
催

（再掲　1-2-③） 学習セン
ター

えのき学級の開催 （再掲　1-2-③） コミュニティ
センター

① ② ③

精神保健相談の実
施

精神保健相談

こころの病について、講演会等に
より広く一般社会の理解を深め、
患者・家族等の相談事業により相
談支援を行う

精神健康相談は３回実施し、来所
者は５人。家族の会は４回実施、
参加者は８人であった。23年度は
講演会は実施せず。

Ｂ 健康づくり課

基本健康診査等の
充実

基本健康診査等の
充実

平成２０年度から特定検診に移行 E 健康づくり課

女性を対象とした
健康診査の充実

女性を対象とした
健康診査の充実

健康診査を受ける機会のない女
性（40歳未満）を対象に、自分の
体について理解を深め、健康維持
や生活習慣病の予防を推進する。

４０歳未満の女性を対象に集団健
診１０日間を実施、５３１人が受診
した。健診後に、事後相談として６
日間の健康相談を行い、５３人が
参加した。
40歳未満の非正規雇用や自営の
男性についても健康管理の機会と
して健康診査を実施していく必要
がある。

B 健康づくり課

各種ガン検診の充
実

各種ガン検診の充
実

がんの早期発見、早期治療のた
めに検診を実施し、ガン死亡の減
尐を図り、QOLを推進する。

胃がん、肺がん、大腸がん、乳が
ん、子宮がんの他、前立腺がんの
検診を行い、計８，５５４人が受
診。要精密検査者は４１１人であっ
た。
集団検診について、土日も含めて
日程を設定しているが、申し込み
方法を含め、更に受診しやすい環
境を整えていく必要がある。

B ○ ○ 健康づくり課

運動教室等の開催
ヘルスセミナーの
充実

運動習慣の持ちにくい女性を対象
に各種の運動体験を通して、運動
習慣づくりの動機付けを促し、女
性の健康づくりを推進する。

女性を対象とした健診受診者で、
運動習慣がない方を中心に、運動
教室を２回実施、参加者は３６人
であった。

Ａ 健康づくり課

担当課

事業名 事業の目的・内容 事業実施状況及び問題点 担当課

　　３－１－②ライフステージにあわせた健康づくり支援

事業名

　　３－１－①リプロダクティブ・ヘルス／ライツの意識啓発

配慮度
チェック

評
価

配慮度
チェック

評
価

推進項目

事業実施状況及び問題点推進項目

　　３－１　生涯を通じた健康づくりへの支援

健康講座等の開催

　３　生涯を通じた健康づくりと福祉の充実

事業の目的・内容

【評価】
A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている
C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了
【配慮度チェック】
①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。
②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。
③男女それぞれに事業の効果があった。 26



① ② ③

健康体操教室の開
催

事業終了 E 公民館等

① ② ③

父親向けの子育て
参加パンフレットの
配布

父親向けの子育て
参加パンフレットの
配布

父親の育児への積極的な参画の
推進のため、子育てガイドを配布す
る。

母子手帳交付時及び沐浴教室時
に、父親の育児参加を促すための
冊子を配布している。

Ａ ○ ○ 健康づくり課

子育てパンフレット
の充実

子育て応援ガイドの
配布

子育てに関する情報提供
こども課、健康づくり課、ママ＆キッ
ズサロン等で配布

A ○ こども課

男性の学校行事等
への参画促進

男性の学校行事等
への参画促進

父親も進んで児童・生徒の教育に
関わりを持ち、授業参観等の学校
行事への積極的な参加を働きかけ
るよう、学校を指導する。

保護者に来校を促す授業参観や学
校公開日、運動会、体育祭などを
土日に開催することで、父親、母親
いずれも同じように出席できるよう
にし、男性の参画を促進した。

Ａ ○ ○ ○ 学校教育課

父親教室・母親教
室の充実＇再掲　1-
2-①（

マタニティセミナー
父親教室

＇再掲　1-2-①（ 健康づくり課

① ② ③

育児教室・訪問指
導の充実

育児教室・訪問指
導の充実

適切な育児相談を実施し、育児不
安を解消するとともに、子どもの健
やかな成長を支援する。育児に必
要な知識の啓発を図り、交流の場
を提供することにより、育児支援を
行う。離乳食講習会では、初期食
の作り方、与え方について学び、望
ましい食習慣の形成を促進する。

乳幼児の訪問を延５５１人、４８６人
実施。特に乳児については、育児
の孤立化を防ぐために、生後４か
月までの全戸訪問を目指している。

Ａ 健康づくり課

乳幼児健診等の充
実

乳幼児健診の充実

子どもの健やかな成長のため、発
育・発達を確認し、疾病の早期発
見・早期治療に結び付けるととも
に、親が共に子育てに取組めるよう
育児支援を行う。

生後４か月、１歳６か月、３歳の健
康診査を計６０回実施、受診者は
１，４４５人である。受診率は平均で
９７％となっている。４か月の健診
ではブックスタート事業を同時に行
い、１歳６か月児健診では心理士を
配置してより良い親子関係づくりの
一助としている。

Ａ 健康づくり課

つどいの広場事業
の充実

地域子育てセンター事業で実施し
ている。

- こども課

ファミリー・サポー
ト・センターの充実
＇再掲　2-1-④（

ファミリー・サポー
ト・センターの充実

＇再掲　2-1-④（ こども課

子育てサークルの
育成・支援

子育てサークルの
育成

尐子化により近所で遊び友達が見
つけにくい状況にあり、同年代の子
どもと母親の遊びサークルを育成
し、心身ともに健やかな成長を支援
する。母親同士が子育ての情報交
換を行うことにより、育児不安の軽
減を図り子育て支援を行う。

わんぱく教室9回、わんぱくまつり1
回、わくわくネット会議・交流会7回

Ａ ○ こども課

地域子育てセンター
事業

地域子育て支援拠
点事業

妊婦や0歳から3歳の子とその親が
気軽に子どもと遊んだり、親同士の
情報交換をしたり、スタッフに子育
て相談ができる場を提供し、子育て
を支援する。

中学校区4に対し平成20年度に2ヵ
所増設し、4ヵ所の拠点を設置し
た。
コッコひろば、モンキーポッド、ママ
＆キッズサロン、中丸保育園子育
て支援センター

Ａ ○ こども課

障害児学童保育室
の充実

障害児学童保育室
の充実

特別支援学級及び特別支援学校
に通学している放課後児童の受け
入れ

障害児学童保育室1室
受入対象：小学校1年生から高校3
年生

Ａ ○ こども課

こども療育センター
の充実

こども療育センター
の充実

児童デイサービスの実施・早期支
援事業の実施

児童デイサービス年度末利用者数
87人
早期支援事業延べ利用者数150人

Ａ ○ こども課

担当課

担当課

配慮度
チェック

評
価

担当課

推進項目

推進項目

　　３－２－②地域で支える子育て環境の充実

　　３－２　子育て支援の充実

事業の目的・内容事業名 事業実施状況及び問題点
評
価

事業名

　　３－２－①男女がともに取り組む子育ての促進

事業の目的・内容 事業実施状況及び問題点

配慮度
チェック

評
価

配慮度
チェック事業名 事業の目的・内容 事業実施状況及び問題点推進項目

【評価】
A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている
C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了
【配慮度チェック】
①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。
②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。
③男女それぞれに事業の効果があった。 27



① ② ③

ひとり親家庭等医
療費支給事業

ひとり親家庭等に対し、医療費の
一部を支給することにより、ひとり
親家庭等の生活の安定と自立を支
援し、もってひとり親家庭等の福祉
の増進を図る。

登録者数1,319人、支給件数9,972
件

Ａ こども課

ひとり親家庭等日
常生活支援事業

母子・父子家庭の母、父、児童また
は一人暮らしの寡婦の一時的な傷
病等で、日常生活に支障がある家
庭に対し、必要な家事等を行わせ
るため、ヘルパーを派遣してひとり
親家庭等の福祉の増進を図る。

申請件数1件 A こども課

児童扶養手当支給
事業

母子世帯等の児童の心身の健や
かな成長に寄与するため、手当て
を支給し福祉の増進を図る。母子
世帯等の児童の心身の健やかな
成長に寄与するため、手当てを支
給し福祉の増進を図る。

支給延べ人数6,686人 Ａ こども課

母子生活支援施設
への入所措置

配偶者のない女子等及びその者の
養育すべき児童を入所させて、こ
れらの者を保護する。母子生活支
援施設では居室を提供するほか、
生活上の心配事や仕事の事子ども
の教育の事等の問題解決の相談
を行う。

措置件数0件 A こども課

小中学校における
要保護・準要保護
家庭に対する補助
事業の実施

親が安心して子どもを育てることが
できるよう、また経済的な理由で就
学の機会が失われることのないよ
うに、学校教育に必要な経済的な
援助を行う。ひとり親家庭に対する
経済的な支援を行うことにより、安
心して生活できる環境を作り、併せ
て女性が働き続けることのできる環
境作りを推進する。

就学援助に関する実施要綱に基づ
き、すべての児童生徒が経済的な
理由で、教育の機会を失うことのな
いように、就学援助を行い、ひとり
親家庭の保護者が安心して子育て
できるように支援している。

Ａ ○ ○ 学校教育課

① ② ③

育児相談の充実 育児相談の充実
親が児の心身の発達を理解し、共
に協力して子育てができるように支
援する。

乳児～幼児まで、日にちを設定して
の健康相談を４８回実施、利用者
は８６７人である。その他、電話、来
庁での相談を随時実施している。

Ａ 健康づくり課

総合児童相談の充
実

家庭児童相談の充
実

子育てに悩む親の育児不安を解消
するための相談を充実させる。家
庭における児童の福祉について、
市民の相談に応じ、望ましい子育
てについて助言、指導を行う。

相談件数206件 A こども課

教育相談の充実 教育相談の充実

電話や面接による教育相談を充実
させ、教育、人権、育児等について
の保護者や児童・生徒の悩み解消
を支援する。

各中学校におけるさわやか相談室
や、市教育センターにおけるカウン
セラーによる相談を実施している。
また各小・中学校においては、教育
相談期間を設け、児童生徒の状況
に応じた相談活動を実施している。

Ａ ○ ○ 学校教育課

① ② ③

相談支援事業の実
施

障害者相談支援事
業の実施

障害者や介護者、家族等からの相
談に応えたり、サービスの利用援
助や権利擁護のための必要な支
援を行うことにより、自立した生活
が営めるよう支援する。

障害者自立支援法に基づく「相談
支援事業」を鴻巣市の社会福祉法
人に事業委託している。
事業所の市内設置が課題

B ○
障がい者福
祉課

担当課事業の目的・内容 事業実施状況及び問題点
評
価

配慮度
チェック

事業実施状況及び問題点事業名 事業の目的・内容

事業の目的・内容

　　３－３　安心して暮らすための体制づくり

推進項目

ひとり親家庭への
支援

　　３－２－③相談機能の充実

担当課
評
価

配慮度
チェック

評
価

事業名

担当課

配慮度
チェック

　　３－３－①高齢者・障害者が地域で暮らすための支援

推進項目

推進項目 事業実施状況及び問題点事業名

【評価】
A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている
C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了
【配慮度チェック】
①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。
②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。
③男女それぞれに事業の効果があった。 28



① ② ③

移動支援事業の実
施

移動支援事業の実
施

屋外での移動に困難がある障害者
等について、外出のための支援と
して移動支援事業を行うことによ
り、障害者等の地域での自立生活
及び社会参加を促す。

平成23年度利用者延べ268人。利
用者の社会参加の促進が図られ
た。

B ○
障がい者福
祉課

手話通訳者派遣事
業の実施

聴覚障害者等に対し、家庭生活並
びに社会生活におけるコミュニケー
ションを円滑に行うため、手話通訳
者を派遣することにより、聴覚障害
者等の福祉の増進を図る。

北本市社会福祉協議会に委託。平
成23年度の派遣実績は延べ491
件。利用者の社会参加の促進が図
られた。
登録手話通訳者の確保が課題

B ○
障がい者福
祉課

要約筆記奉仕員派
遣事業の実施

聴覚障害者等に対し、家庭生活並
びに社会生活におけるコミュニケー
ションを円滑に行うため、要約筆記
奉仕員を派遣することにより、聴覚
障害者等の福祉の増進を図る。

社会福祉法人埼玉聴覚障害者福
祉会に委託。平成23年度は17件の
派遣を行った。利用者の社会参加
が図られた。

B ○
障がい者福
祉課

日常生活用具給付
事業の実施

重度身体障害者に対し、日常生活
用具の給付又は貸与することによ
り、日常生活の便宜を図り、重度身
体障害者の福祉の増進を図る。

平成23年度日常生活用具25件、ｽ
ﾄﾏ用装具665件の利用。利用者の
福祉の増進が図られた。

B ○
障がい者福
祉課

訪問入浴サービス
事業の実施

身体上の障害により、家庭におい
て入浴することが困難な身体障害
者に対して入浴サービスを行い、
心身の健康の増進を図るとともに
家庭介護の負担も軽減し、もって
在宅福祉の向上を図る。

平成23年度利用者延べ15人。在宅
福祉の向上が図られた。

B ○
障がい者福
祉課

日中一時支援事業
の実施

障害者等を一時的に預かることに
より、障害者等に日中活動の場を
提供し障害者等を見守るとともに、
障害者等の家族の就労を支援し、
及び障害者等を日常的に介護して
いる家族に一時的な休息を与え
る。

平成23年度の利用者延べ32人。利
用者の社会参加促進と介護者のレ
スパイト（一時的休息）が図られ
た。
事業所の市内設置が課題

B ○
障がい者福
祉課

地域包括支援セン
ターの利用促進

地域包括支援セン
ターの利用促進

高齢者が可能な限り、住み慣れた
地域で生活を継続していけるよう、
平成18年4月1日に、地域包括ケア
の中核機関として介護保険法に基
づき創設された地域包括支援セン
ター（2箇所設置）の利用促進を図
るため、市民等に周知を行う。

内部印刷によりチラシを作成し、市
役所窓口で配布するとともに、民生
委員・児童委員、地域包括支援セ
ンター職員、市職員等が高齢者宅
を訪問する際に活用し、周知を図っ
た。

Ａ ○ ○ ○ 高齢介護課

高齢者の権利擁護
成年後見制度利用
支援事業の実施

認知症高齢者等が後見人制度を
利用するにあたり、その支援をする
ことにより、要支援者が有する能力
を活用し、自らが希望する自立した
日常生活を営むことができる環境
整備の実現に資する。認知症等の
状態にあるために意思能力に乏し
く、日常生活を営むのに支障があ
る者等で、２親等内の親族がいな
いか、いても疎遠の関係にある場
合などに、市長による後見等開始
の申立てを行うとともに、その申立
てに要する費用を助成する。また、
家庭裁判所が後見人等を選任した
後における、後見人等に対する報
酬の全部または一部を助成する。
ただし、対象者の生活の場が在宅
にあっては月額28,000円、施設入
所中にあっては月額18,000円を上
限とする。

報酬助成（１名）を行った。
市長申立てに関わる診断書代２件
を支出した。

A ○ ○ ○ 高齢介護課

事業名 担当課

コミュニケーション
支援事業の実施

日常生活への支援
の充実

推進項目 事業の目的・内容 事業実施状況及び問題点
評
価

配慮度
チェック

【評価】
A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている
C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了
【配慮度チェック】
①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。
②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。
③男女それぞれに事業の効果があった。 29



① ② ③

介護予防教室等の
開催

介護予防教室等の
開催

要介護状態になることを予防するこ

とにより、健康な高齢者を増加させ
るとともに、介護保険制度の運営を

円滑にする。介護予防事業や啓発
活動等を行う。

　二次予防事業対象高齢者を対象
にした事業として、把握事業、運動
器の機能向上事業、口腔機能向上

事業を実施した。（把握事業：２８医

療機関、１，０９７人）（運動器の機能
向上事業：６０回４コース、参加延べ

人数４６１人）（口腔機能向上事業事
業１８回３コース、参加延べ人数１３

４人）
　一般高齢者を対象にした事業とし

て、生活体力アップ教室を実施する
とともに、公民館等高齢者学級等に

おいて、啓発活動を行った。（生活体

力アップ教室：２会場３２回、参加延
べ人数８８２人）（啓発活動：公民館
主催の高齢者学級等：１０回、参加

延べ人数２７５人）

A ○ ○ ○ 高齢介護課

誰もが利用しやすい
サービス体制の確立

制度の確立により終了 Ｅ 高齢介護課

啓発パンフレットの
作成・配布

啓発パンフレットの
作成・配布

介護保険制度の趣旨普及・啓発を
図る。

介護保険料リーフレットを新たに第１
号被保険者になった者に配布し、制
度の普及・啓発を図った。

A ○ ○ ○ 高齢介護課

介護保険制度につ

いての出前講座の
開催

介護保険制度につ

いての出前講座の
開催

介護保険制度の趣旨普及・啓発を

図る。

市民等の依頼により、職員が講師と

して公民館等に出向き、制度の普

及・啓発を行った。平成２３年度は３
件の申込み、約６６人の参加があっ

た。

A ○ ○ ○ 高齢介護課

年金制度の理解促

進

年金制度の理解促

進

国民年金制度の周知を進め、生涯

生活設計の重要性について啓発す
る。

国民年金の制度PR 、加入促進を図
り、また、老齢年金や障害年金等受

給のための相談や支援を行い、年

金制度の周知のための事業を行っ

た。

B ○ 保険年金課

① ② ③

老人クラブの育成事

業の実施

老人クラブの育成事

業の実施

老人クラブ会員相互の親睦及び教

養と健康の向上を図り、老人福祉の

増進を図るため、市内の老人クラブ

及び老人クラブ連合会に補助金を交
付する。

老人クラブの育成により、男女会員

相互の親睦を深め、高齢者福祉の

増進を図るため、単位老人クラブ３５

団体及び老人クラブ連合会に補助
金を交付した。単位会の増加と加入

促進が課題

B ○ ○ 福祉課

けやき学級の開催 （再掲　1-2-③） 南部公民館

東部高齢者学級の
開催

（再掲　1-2-③） 東部公民館

西部高齢者学級の
開催

（再掲　1-2-③） 西部公民館

北部生涯学級の開

催
（再掲　1-2-③） 北部公民館

はなみずき学級の開

催
（再掲　1-2-③） 中丸公民館

みずの輪学級の開
催

（再掲　1-2-③） 学習センター

えのき学級の開催 （再掲　1-2-③）
コミュニティセ
ンター

高年齢者労働能力

活用事業の実施

高年齢者労働能力

活用事業の実施

高齢者の生きがいづくりの推進のた
め、シルバー人材センターの運営体

制の拡充強化と会員の加入促進及
び会員資質の向上を図る。

Ｈ２３．３月末の会員数は４２８人で

あったが、Ｈ２４．３月末では４３５人

に増加した。

A ○ ○ ○ 高齢介護課

担当課
評
価

配慮度
チェック

　　３－３－②高齢者の生きがいづくりへの支援

事業実施状況及び問題点

推進項目

推進項目

担当課

事業名 事業の目的・内容

事業名 事業の目的・内容
評

価

配慮度

チェック事業実施状況及び問題点

高齢者講座の充実

【評価】

A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている

C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了

【配慮度チェック】

①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。

②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。

③男女それぞれに事業の効果があった。 30



① ② ③

日常生活用具給付
事業の実施

（再掲　3-3-①）
障がい者福
祉課

訪問入浴サービス事
業の実施

（再掲　3-3-①）
障がい者福
祉課

日中一時支援事業

の実施
（再掲　3-3-①）

障がい者福

祉課

障害者相談支援事
業の実施

（再掲　3-3-①）
障がい者福
祉課

手話通訳者派遣事

業の実施
（再掲　3-3-①）

障がい者福

祉課
要約筆記奉仕員派
遣事業の実施

（再掲　3-3-①）
障がい者福
祉課

移動支援事業の実

施
（再掲　3-3-①）

障がい者福

祉課

障害者の就労への

支援

更生訓練費支給事

業の実施

障害者自立支援法に基づく就労移
行支援事業又は自立訓練事業を利
用している者及び身体障害者更生

援護施設等に入所している者に更生

訓練費を支給し、社会復帰の促進を
図る。

平成23年度4件。利用者の自立が促

進された。
B ○

障がい者福

祉課

① ② ③

認知症介護教室の

開催

認知症介護教室の

開催

要介護者等の家族に介護知識や介

護方法の実際についての普及を図
る。

５日コースを１回、１日コースを２回

の計３回開催した。参加延べ人数９
１人。

A ○ ○ ○ 高齢介護課

介護への男性の参

画促進のための啓

発

女性に偏りがちな介護の意識から、

男女が共に担う介護への転換を図

る。

認知症介護教室や啓発活動におい

て実施した。
A ○ ○ ○ 高齢介護課

介護者の集いの開

催

要介護状態にある方を介護している

家族等に対して、交流会や教室等を

開催し、少しでも精神的負担の軽減

を図れるよう支援する。

６回の開催。参加延べ人数２４人。

参加者の拡大が課題
B ○ ○ ○ 高齢介護課

認知症高齢者家族

やすらぎ支援事業の

実施

認知症介護教室修了者のうち、ボラ

ンティアとしてやすらぎ支援員に登録

した人により、家族支援活動を行う。

４８回の開催。参加延べ人数１０３

人。

認知症介護家族の傾聴活動利用の

拡大が課題

B ○ ○ ○ 高齢介護課

評
価

事業名 事業の目的・内容

配慮度
チェック 担当課

事業名 事業の目的・内容

介護への男性の参

画促進のための啓

発

事業実施状況及び問題点推進項目

日常生活への支援

の充実（再掲　3-3-
①）

障害者の自立した生
活への支援

評

価
推進項目 事業実施状況及び問題点

　　３－３－③障害者への支援

配慮度
チェック

　　３－３－④男女ともに支える介護への支援

担当課

【評価】

A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている

C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了

【配慮度チェック】

①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。

②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。

③男女それぞれに事業の効果があった。 31



① ② ③

広報紙やホームペー

ジを利用しての意識
啓発

同和問題に関する啓

発リーフレットの作成

部落差別の完全解消と、基本的人

権尊重のための意識啓発を行う。

８月の人権尊重社会を目指す県民

運動強調月間にあわせ、リーフレット

を全戸配布。内容は人権問題全般
に関すること。

A ○ ○ 協働推進課

人権に関する啓発資

料の発行

人権作文集「じんけ

ん」の発行

市内の小中学校の人権作文をもと
に、人権作文集「じんけん」を作成

し、市内の全小中学生及び各公共

施設に配布し、広く人権意識の高揚
を図る。

人権文集「じんけん」を作成し、市内

全小中学生及び各公共施設に配布

した。6,400部発行

Ｂ ○ 生涯学習課

児童憲章の周知 事業終了 Ｅ 学校教育課

学校での人権・同和

教育の推進

学校において、人権問題、同和問題

の意識啓発・活動を行って人権問題
の意識の高揚に努める。各学校の

同和教育推進のためのリーダーを

育成する。また、各学校の同和教育
推進に係る情報交換を実施し、学校
同和教育のレベルアップを図る。同

和問題、人権問題に対する教職員

の意識を高め、より質の高い教育指
導を推進するための方策を検討す

る。

各学校において、人権問題、同和問
題に関する教職員研修を計画的に

実施するとともに、学校外の関係機
関における研究協議会等にも積極

的に参加するなどして、教職員の人
権問題、同和問題に関する意識を高

め、児童生徒への指導力の向上を

目指している。

Ａ ○ ○ 学校教育課

子どもの人権につい

ての

意識啓発

作文の指導を通して、部落差別、障

害者差別、男女差別等の人権問題

に対する児童・生徒の意識の高揚を

図る。子どもたちの権利に対する市

民の意識を高めるとともに、自他の
権利を互いに尊重しあう気風を醸成

し、男女共同参加社会の基盤を形成
する。

人権週間に合わせた人権作文の取

組や、社会科や道徳等の授業にお
ける取組を通して、児童生徒の人権

教育、同和教育に対する意識啓発

活動を実施して、自他の権利を互い

に尊重し合う感覚の醸成を図ってい

る。

Ａ ○ ○ 学校教育課

人権を守る市民の集

いの開催

市民の人権意識の高揚と人権尊重

の心を育て、部落差別をはじめとす

るあらゆる人権侵害をなくし、明るい

地域社会を築く。

中学生による人権作文の朗読と廣

中邦充さんによる講演会を開催。入

場者１７５人

A ○ ○ 協働推進課

人権講座の開催

日本国憲法の基本原理である「基本

的人権の尊重」の精神を正しく認識

するとともに、地域や職場において

「差別のない明るい社会づくり」を中
心となって行える、その推進者・指導

者の養成と資質の向上をめざす。

生涯学習人権講座研修会として「貧

困者の人権」「同和問題」「インター

ネット」「子どもの人権」を課題として

専門の講師による研修会を実施し
た。参加者数は延べ１３９人であっ

た。

Ｂ ○ 生涯学習課

同和問題に関する講

座の開催

日本国憲法の基本原理である「基本
的人権の尊重」の精神を正しく認識
するとともに、地域や職場において

「差別のない明るい社会づくり」を中

心となって行える、その推進者・指導
者の養成と資質の向上をめざす。

｢同和問題」について、生涯学習人権

講座研修会の講座の一つとして実施

した。参加者数は３４人であった。

B ○ 生涯学習課

① ② ③

人権としてのリプロ
ダクティブ・ヘルス／
ライツの周知

人権としてのリプロ
ダクティブ・ヘルス／
ライツの周知

さまざまな機会を活用して啓発を行

い、女性の人権侵害についての意識
を高め、男女共同参画社会の重要

性を啓発する。

男女共同参画推進パネル展におい

て周知
平成２３年６月１日～７日　文化セン

ター

Ａ ○ ○ ○ 協働推進課

学校における性教育

の充実（再掲　3-1-

①）

性教育の推進 （再掲　3-1-①） 体育課

小中学校における健
康教育の充実（再掲

3-1-①）

性教育の推進の事業内で実施 体育課

推進項目

評

価

事業の目的・内容

学校での人権・同和

教育の推進

人権問題に関する講
座等の開催

　　４－１－②生命と性の尊重の意識づくり

事業名

推進項目 事業名 事業の目的・内容

　４　基本的人権を尊重する体制づくり

　　４－１－①人権尊重意識の高揚

　　４－１　人権を尊重する意識啓発

事業実施状況及び問題点

配慮度

チェック 担当課

事業実施状況及び問題点
評

価

配慮度
チェック 担当課

【評価】

A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている

C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了

【配慮度チェック】

①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。

②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。

③男女それぞれに事業の効果があった。 32



① ② ③

ドメスティック・バイオ
レンスを防止するた

めの啓発

女性に対する暴力を
なくす運動パネル展

の開催

女性の人権侵害についての意識を
高め、男女共同参画社会の重要性

を啓発する。

平成２３年１１月２４日～２９日　文化
センター

Ａ ○ ○ ○ 協働推進課

セクシュアルハラスメ

ントを防止するため
の啓発

女性に対する暴力を

なくす運動パネル展
の開催

（再掲４－２－①） 協働推進課

要保護児童対策地

域協議会の充実

要保護児童対策地

域協議会の充実

要保護児童の適切な保護を図るた
め、児童福祉法第25条の2第1項に

規定する要保護児童対策地域協議

会を設置する。

代表者会議1回

実務者会議4回
Ａ こども課

① ② ③

暴力被害者の保護・
支援

ドメスティック・バイオレンスやストー

カーの被害者に対して、適切な助言
と支援を行う。また、暴力被害者の

自立に向けて、庁内各課が連携して
支援を行う。

ＤＶ被害者支援のため各課が連携し
対応した。職員への、継続した研修

が必要

A ○
協働推進課
市民課

こども課

要保護児童対策地

域協議会の充実
（再掲　4-2-①） こども課

暴力被害者の相談

窓口の充実

ドメスティック・バイオレンスやストー

カーの被害者に対して、適切な助言

と支援を行う。また、暴力被害者の

自立に向けて、庁内各課が連携して

支援を行う。

県主催のDV被害者支援のための研

修に職員が参加し、相談の充実を図

り、庁内各課と連携して支援を行
なった。

A ○

協働推進課

市民課

こども課

女性相談の実施 （再掲　１－１－②） 協働推進課

相談しやすい体制の

整備

相談しやすい体制の

整備

市民が抱える様々な問題に対して、

適切な助言を行う。また、女性が相

談しやすいよう、おおむね半数を女

性の相談員とする。

女性特有の問題に対応するため、

専門の女性相談員による女性相談

を開設。他にも、人権相談・市民相

談・法律相談等を実施。消費生活相

談、行政相談は女性の相談員として
いる。

Ａ ○ ○
市民課

協働推進課

ＤＶ対策ネットワーク

体制の整備

ＤＶ対策ネットワーク

体制の整備

ＤＶ被害者の保護及び被害者の自

立に向けての支援を円滑に行うこと

ができるよう、関係各課の連携体制
を整備する。

北本市庁内ＤＶ対策連携会議を開

催。担当者会議については随時開

催。

A ○ 協働推進課

事業実施状況及び問題点

　　４－２　女性に対する暴力の根絶

担当課

評
価

配慮度
チェック 担当課

事業実施状況及び問題点

暴力被害者の保護・

支援

事業の目的・内容推進項目 事業名

　　４－２－②暴力被害者の保護・支援・相談体制の充実

評
価

配慮度
チェック

　　４－２－①女性に対する暴力根絶のための意識啓発

推進項目 事業名 事業の目的・内容

【評価】

A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている

C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了

【配慮度チェック】

①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。

②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。

③男女それぞれに事業の効果があった。 33



① ② ③

庁内推進体制の充
実

庁内推進体制の充
実

男女共同参画の推進は、総合行政

という視点から推進する必要があ
り、横断的な組織での調整をするこ
とで、全庁的に取り組みを進める。

庁内連携会議の設置を検討。計画
見直し時にあわせて設置予定。

D 協働推進課

男女共同参画推進

拠点施設の整備

男女共同参画推進

拠点施設の整備

男女共同参画推進拠点施設の整備

について検討を行う。

拠点施設に必要な機能等について

調査・研究
D 協働推進課

関係機関との連携に
よる苦情処理体制の

整備

関係機関との連携に
よる苦情処理体制の

整備

苦情処理体制について検討する。
県の苦情処理機関の情報を随時提
供。

B ○ 協働推進課

① ② ③

男女共同参画審議
会の充実

男女共同参画審議
会の充実

計画の推進や市の男女共同参画推
進施策について、審議する。

会議を２回開催。第三次男女行動計

画の進捗状況を報告し、男女共同参
画の施策について意見交換を行っ

た。

A ○ 協働推進課

① ② ③

男女共同参画に関
する情報収集と提供

男女共同参画に関
する情報収集と提供

男女共同参画に関する図書を購入
する。

平成23年度は男女共同参画に関す
る本を積極的に購入した。

A ○ 中央図書館

国・県との連携 国・県との連携 国県との連携を深める。
国や県の研修や報告会などに参加
し、情報交換を行なった。

A ○ 協働推進課

① ② ③

男女共同参画に関
する情報収集と提供

男女共同参画に関
する情報収集と提供

男女共同参画に関する情報を提供
する。

市政情報コーナー及びパネル展等
で情報提供を行なった。

A ○ ○ 協働推進課

① ② ③

男女共同参画推進

施策実施状況の公
表

男女共同参画推進

施策実施状況の公
表

事業の進捗状況を公表する。
第三次男女行動計画進捗状況を取
りまとめ公表した。

A ○ 協働推進課

　　５－３　計画の推進の基礎となる取り組みと進行の管理

評

価

配慮度

チェック 担当課

事業名

　　５－１－①庁内推進体制の充実

　　５－１－②男女共同参画審議会意見の施策への反映

事業名 事業の目的・内容

　　５－１　計画の総合的な推進体制の充実

事業実施状況及び問題点推進項目

　５　計画の推進

事業実施状況及び問題点
評
価

配慮度
チェック事業の目的・内容

　　５－２　国・県・市民・事業者等との協働

事業名

担当課

　　５－２－①国・県・市民・事業者等との協働

推進項目

推進項目

事業の目的・内容 担当課

　　５－３－①調査研究・情報の収集と提供

事業実施状況及び問題点
評

価

配慮度

チェック

推進項目 事業名 事業の目的・内容

事業実施状況及び問題点

事業実施状況及び問題点
評

価

配慮度

チェック

推進項目 事業名 事業の目的・内容 担当課
評
価

配慮度
チェック

担当課

　　５－３－②計画の進行管理

【評価】

A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている

C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了

【配慮度チェック】

①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。

②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。

③男女それぞれに事業の効果があった。 34
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北本市男女共同参画推進条例 

 平成１８年７月１日施行 

条例第１号 

 

個人の尊重と法の下の平等は、日本国憲法にうたわれ

ており、国内においては、男女平等の実現に向けた取組

が、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条

約の採択など国際社会における取組と連動して、積極的

に進められてきた。 

しかしながら、性別による固定的な役割分担意識等に

基づく社会の制度や慣行は依然として根強く、配偶者等

からの暴力が社会問題化するなど、真の男女平等の達成

には多くの課題が残されている。 

本市においては、北本市男女行動計画を策定し、男女

共同参画を推進してきた。 

一方、少子・高齢化、核家族化、情報化、国際化など多

様な変化は、更に進んでいる。 

こうした現状を踏まえ、私たちのまち「北本」が、将来に

わたって発展していくためには、男女が互いの人権を尊

重しつつ、性別にかかわりなく市民一人ひとりがその個性

と能力を十分に発揮し、家庭、職場、学校、地域など社会

のあらゆる分野に対等に参画できる男女共同参画社会の

実現が重要である。 

ここに、私たちは、男女共同参画社会の実現に向けて、

基本理念を明らかにし、市、市民及び事業者が協働して、

一人ひとりが輝きまちが輝く北本を築くため、この条例を制

定する。 

 

(目的) 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本

理念を定め、市、市民、事業者、教育に携わる者及び

地域活動に携わる者の責務を明らかにするとともに、男

女共同参画の推進に関する施策の基本的事項を定め

ることにより、男女共同参画に関する取組を総合的かつ

計画的に推進し、もって一人ひとりが輝きまちが輝く北

本の実現に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員とし

て、自らの意思によって社会のあらゆる分野における

活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等

に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受

することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。 

(2) ドメスティック・バイオレンス 配偶者、恋人その他の

親密な関係にある者又はあった者からの身体的、精

神的又は経済的な暴力をいう。 

(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手

方の生活環境を害し、又は性的な言動に対する相手

方の対応によって不利益を与えることをいう。 

(4) 積極的格差是正措置 第 1号に規定する機会に係

る男女間の格差を是正するため必要な範囲内にお

いて、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極

的に提供することをいう。 

(基本理念) 

第３条 男女共同参画は、次に掲げる基本理念にのっと

り推進されなければならない。 

(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女

が直接的であるか間接的であるかを問わず性別によ

る差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能

力を発揮する機会が確保されることその他の男女の

人権が尊重されること。 

(2) 性別による固定的な役割分担意識に基づく社会に

おける制度又は慣行が、男女の社会における活動の

自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配

慮されること。 

(3) 市における政策又は民間の団体における方針の立

案及び決定に、男女が共同して参画する機会が確保

されること。 

(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援

の下に、子育て、家族の介護その他の家庭生活にお

ける活動及び職業生活その他の社会生活における

活動に対等に参画することができるようにすること。 

(5) 男女共同参画の推進に向けた取組が国際社会に

おける取組と密接な関係を有していることにかんがみ、

国際的な協調の下に行われること。 

(6) ドメスティック・バイオレンスその他の性別に起因す

る暴力及びセクシュアル・ハラスメントが根絶されるこ
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と。 

(7) 妊娠、出産その他の性と生殖に関する事項に関し、

男女が互いの性を理解し合うこと、自らの意思が尊重

されること及び生涯にわたり健康な生活を営むことが

できること。 

(市の責務) 

第４条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」

という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策

(積極的格差是正措置を含む。以下同じ。)を総合的に

策定し、及び実施するものとする。 

２ 市は、自らが率先し、男女共同参画を推進するものと

する。 

(市民の責務) 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、

地域その他の社会のあらゆる分野(以下「あらゆる分野」

という。)において、男女共同参画についての理解を深

め、積極的に男女共同参画を推進するとともに、市が実

施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよ

う努めなければならない。 

(事業者の責務) 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を

行うに当たっては、男女が共同して参画することができ

る体制の整備に取り組むとともに、市が実施する男女共

同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなけれ

ばならない。 

(教育に携わる者の責務) 

第７条 学校教育、社会教育等の教育に携わる者は、男

女共同参画の推進における教育の重要性を考慮し、基

本理念に配慮した教育を行うよう努めなければならな

い。 

(地域活動に携わる者の責務) 

第８条 自治会活動、コミュニティ活動その他の地域活動

に携わる者は、基本理念にのっとり、男女共同参画の

視点に配慮し、活動を行うよう努めなければならない。 

(性別による権利侵害の禁止) 

第９条 何人も、いかなる場においても、性別による差別

的取扱いを行ってはならない。 

２ 何人も、いかなる場においても、ドメスティック・バイオレ

ンスその他の性別に起因する暴力行為を行ってはなら

ない。 

３ 何人も、いかなる場においても、セクシュアル・ハラスメ

ントを行ってはならない。 

(公衆に表示する情報に関する留意) 

第１０条 何人も、広報、広告その他の公衆に表示する

情報において、性別による固定的な役割分担若しくは

男女間の暴力等を助長し、若しくは連想させる表現又

は過度の性的な表現を行わないよう努めなければなら

ない。 

２ 何人も、提供される情報が男女共同参画の推進を妨げ

るおそれがあるか否かを自主的かつ適切に判断するこ

とができるよう努めなければならない。 

(基本計画) 

第１１条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を

総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画の

推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)

を策定するものとする。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとす

る。 

(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推

進に関する施策の大綱 

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に

関する施策を総合的かつ計画的に推進するために

必要な事項 

３ 市長は、基本計画を策定するに当たっては、市民の意

見を聴くとともに、北本市男女共同参画審議会の意見

を聴かなければならない。 

４ 市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを

公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

(推進体制の整備) 

第１２条 市は、男女共同参画に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するために必要な体制を整備するもの

とする。 

(拠点施設) 

第１３条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実

施し、市民及び事業者による男女共同参画の推進に関

する取組を支援するための拠点施設の設置に努めるも

のとする。 
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(積極的格差是正措置) 

第１４条 市は、あらゆる分野における活動において、男

女間に参画する機会の格差が生じている場合は、市民

及び事業者と協力し、積極的格差是正措置が講ぜられ

るよう努めるものとする。 

２ 市は、市の政策の立案及び決定の過程において、男

女の職員が共同して参画する機会の格差が生じている

場合は、積極的格差是正措置を講ずるよう努めるものと

する。 

３ 市長その他の執行機関は、審議会等の委員を委嘱し、

又は任命するに当たっては、積極的格差是正措置を講

ずることにより、男女の均衡を図るよう努めるものとする。 

(市民及び事業者との協働) 

第１５条 市は、市民及び事業者と協働し、男女共同参

画を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

 

(広報活動等) 

第１６条 市は、男女共同参画の推進に関し、市民及び

事業者の理解を深めるため、広報活動、学習機会の提

供その他必要な措置を講ずるものとする。 

(表彰) 

第１７条 市は、男女共同参画の推進に関する取組を普

及させるため、当該取組を積極的に行っている市民及

び事業者の表彰を行うことができる。 

(家庭生活及び職業生活の両立支援) 

第１８条 市は、男女が共に家庭生活及び職業生活を

両立することができるよう、必要な支援を行うとともに、子

育て、家族の介護等のための環境整備に努めるものと

する。 

(調査研究) 

第１９条 市は、男女共同参画の推進に関して必要な事

項について、調査研究を行うものとする。 

(年次報告) 

第２０条 市長は、男女共同参画の推進に関して講じた

施策に関する報告書を作成し、毎年、これを公表するも

のとする。 

２ 市長は、前項に規定する報告書について、速やかに北

本市男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。 

(北本市男女共同参画審議会) 

第２１条 北本市男女共同参画審議会は、市長の諮問

に応じ、男女共同参画の推進に関する事項について調

査審議する。 

(苦情の処理等) 

第２２条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策又

は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施

策に関し、市民又は事業者から苦情の申出を受けたと

きは、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 市長は、性別による差別的取扱いその他の男女共同

参画の推進を阻害する人権の侵害に関し、市民又は事

業者から相談の申出を受けたときは、関係機関と連携し、

必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 市長は、第１項の申出に対応する場合において、必要

と認めるときは、北本市男女共同参画審議会の意見を

聴くものとする。 

(委任) 

第２３条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 18年７月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例の施行の際現に策定されている第二次北本

市男女行動計画は、第 11 条第１項の規定により策定さ

れた基本計画とみなす。 

(北本市執行機関の附属機関に関する条例の一部改正) 

３ 北本市執行機関の附属機関に関する条例(昭和 56 年

条例第 26号)の一部を次のように改正する。 

 別表第１市長の附属機関北本市男女共同参画審議

会の項中「男女行動計画策定に関する事項及び」を削

る。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

平成 24 年度版 

男女共同参画の推進に関する年次報告書 

～一人ひとりが輝き まちが輝く 北本をめざして～ 
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北本市男女共同参画都市宣言 
 

わたしたちは 

互いに人権を尊重し、責任を担い 

性別にとらわれることなく 

世代を超えて 

多様な生き方を認め合い 

家庭 学校 地域 職場で 

自分らしく輝き 

心豊かにいきいきと 

暮らせるまち 北本市を築くため 

ここに｢男女共同参画都市｣を宣言します 

 

 

平成 18年 11月 19日 

北本市 
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